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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(i) 全交流動力電源喪失対策設備 10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.1 非常用電源設備 

10.1.1 通常運転時等 

10.1.1.2 設計方針 

10.1.1.2.2 全交流動力電源喪失 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

 
  

全交流動力電源喪失時から重大事故等に対処するため

に必要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始さ

れるまでの約 70 分を包絡した約 12 時間に対し，発電用

原子炉を安全に停止し，かつ，発電用原子炉の停止後に

炉心を冷却するための設備が動作するとともに，原子炉

格納容器の健全性を確保するための設備が動作すること

ができるよう，これらの設備の動作に必要な容量を有す

るロ(3)(ⅰ)a.(i)-①蓄電池（非常用）を設ける設計とす

る。 

 

 発電用原子炉施設には，全交流動力電源喪失時から重

大事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替

交流電源設備から開始されるまでの約 70 分を包絡した

約 12時間に対し，発電用原子炉を安全に停止し，か

つ，発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備

が動作するとともに，原子炉格納容器の健全性を確保す

るための設備が動作することができるよう，これら設備

の動作に必要な容量を有する非常用直流電源設備である

蓄電池（非常用）を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

直流電源設備は，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交

流電源設備から開始されるまでの約 70分を包絡した約

12 時間に対し，発電用原子炉を安全に停止し，かつ，

発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が

動作するとともに，原子炉格納容器の健全性を確保す

るための設備が動作することができるよう，これらの

設備の動作に必要な容量を有するロ(3)(ⅰ)a.(i)-①直

流 125V 蓄電池を設ける設計とする。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(i)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））の

ロ(3)(ⅰ)a.(i)-①と同義で

あり，整合している。 

 

 

 10.1.1.4 主要設備 

10.1.1.4.4 直流電源設備 

   

 非常用直流電源設備は，第 10.1－3図に示すように，

非常用所内電源系として，直流 125V 4 系統から構成す

る。 

非常用所内電源系の直流 125V 系統は，非常用低圧母

線に接続される充電器 7台，蓄電池 4組等を設ける。こ

れらの 4系統のうち 1系統が故障しても発電用原子炉の

安全性は確保できる。 

また，これらの系統は，多重性及び独立性を確保する

ことにより，共通要因により同時に機能が喪失すること

のない設計とする。直流母線は 125V であり，非常用直

流電源設備 4組の電源の負荷は，工学的安全施設等の制

御装置，電磁弁，バイタル交流母線に給電する静止型無

停電電源装置等である。 

＜中略＞ 

非常用の直流電源設備は，直流 125V4 系統の蓄電

池，充電器，直流 125V 主母線盤等で構成する。これら

の 4系統のうち 1系統が故障しても発電用原子炉の安

全性は確保できる設計とする。また，これらの系統

は，多重性及び独立性を確保することにより，共通要

因により同時に機能が喪失することのない設計とす

る。直流母線は 125V であり，非常用直流電源設備 4組

の電源の負荷は，工学的安全施設等の制御装置，電磁

弁，交流 120V バイタル分電盤に給電するバイタル交流

電源装置等である。 

＜中略＞ 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 10.1.1.4.5 計測制御用電源設備 3.5 計測制御用電源設備 

＜中略＞ 

  

 非常用の計測制御用電源設備は，第 10.1－4図に示す

ように，バイタル交流 120V 4 母線及び計測母線 120V 3

母線で構成する。 

バイタル交流母線は，4系統に分離独立させ，それぞ

れ静止形無停電電源装置から給電する。 

静止形無停電電源装置は，外部電源喪失及び全交流動

力電源喪失時から重大事故等に対処するため，非常用直

流電源設備である蓄電池（非常用）から直流電源が供給

されることにより，静止形無停電電源装置内の変換器を

介し直流を交流へ変換し，バイタル交流母線に対し電源

供給を確保する。 

静止型無停電電源装置のうち，原子炉核計装の監視に

よる発電用原子炉の安全停止状態及び未臨界の維持状態

の確保のため，区分Ⅰは全交流動力電源喪失時から重大

事故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交

流電源設備から開始されるまでの約 70分間を包絡した

約 12時間，電源供給が可能である。なお，静止型無停

電電源装置のうち，区分Ⅱ，区分Ⅲ及びⅣは約 1時間，

電源供給が可能である。 

そのため，原子炉核計装の監視による発電用原子炉の

安全停止状態及び未臨界の維持状態の確認を可能とす

る。 

＜中略＞ 

非常用の計測制御用電源設備は，バイタル交流電源

装置 4母線及び中央制御室計測用主母線盤 3母線で構

成する。 

非常用の計測制御用電源設備は，非常用低圧母線及

び非常用直流母線に接続するバイタル交流電源装置並

びに中央制御室計測用主母線盤等で構成し，原子炉核

計装の監視による発電用原子炉の安全停止状態及び未

臨界の維持状態の確認が可能な設計とする。 

バイタル交流電源装置 7Aは，外部電源喪失及び全交

流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必

要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始され

るまでの間においても，非常用直流電源設備である直

流 125V 蓄電池から直流電源が供給されることにより，

交流 120V バイタル分電盤に対し電力供給を確保する設

計とする。 

なお，バイタル交流電源装置 7B,7C 及び 7Dは約 1時

間，電力供給が可能な設計とする。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ab) 保安電源設備 （保安電源設備） 

第三十三条 

適合のための設計方針 

1 について 

【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

 
  

 発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持

するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給す

るため，電力系統に連系した設計とする。 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維持

するために必要となる電力を当該重要安全施設に供給す

るため，500kV 送電線（東京電力パワーグリッド株式会

社新新潟幹線及び東京電力パワーグリッド株式会社南新

潟幹線）2ルート 4回線（1号，2号，3号，4号，5

号，6号及び 7号炉共用，既設）及び 154kV 送電線（東

北電力株式会社荒浜線）1ルート 1回線（1号，2号，3

号，4号，5号，6号及び 7号炉共用，既設）で電力系統

に連系した設計とする。 

 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維

持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供

給するため，電力系統に連系した設計とする。 

＜中略＞ 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用ディーゼル発電設備 

発電用原子炉施設は，重要安全施設がその機能を維

持するために必要となる電力を当該重要安全施設に供

給するため，電力系統に連系した設計とする。 

  

 2 について    

 また，発電用原子炉施設には，ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-①非

常用電源設備（安全施設に属するものに限る。以下，本項

において同じ。）を設ける。 

発電用原子炉施設に，非常用所内電源設備として非常

用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機及び非常

用直流電源設備である蓄電池（非常用）を設ける設計と

する。また，それらに必要な燃料等を備える設計とす

る。 

発電用原子炉施設には，電線路及び当該発電用原子

炉施設において常時使用される発電機からの電力の供

給が停止した場合において発電用原子炉施設の安全性

を確保するために必要な装置の機能を維持するため，

ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-①a 内燃機関を原動力とする非常用

電源設備を設ける設計とする。 

発電用原子炉施設の安全性を確保するために必要な

装置（非常用電源設備及びその燃料補給設備，使用済

燃料貯蔵プールへの補給設備，原子炉格納容器内の圧

力，温度，酸素・水素濃度，放射性物質の濃度及び線

量当量率の監視設備並びに中央制御室外からの原子炉

停止設備）は，内燃機関を原動力とする非常用電源設

備の非常用ディーゼル発電設備からの電源供給が可能

な設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-①a 及びロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-①b は，設置変

更許可申請書（本文（五号） 

）のロ(3)(ⅰ)a.(ab)-①を具

体的に記載しており，整合し

ている。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必要

な設備に対し，直流電源設備を施設する設計とする。 

直流電源設備は，全交流動力電源喪失時から重大事

故等に対処するために必要な電力の供給が常設代替交

流電源設備から開始されるまでの約 70分を包絡した約

12 時間に対し，発電用原子炉を安全に停止し，かつ，

発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が

動作するとともに，原子炉格納容器の健全性を確保す

るための設備が動作することができるよう，これらの

設備の動作に必要な容量を有するロ(3)(ⅰ)a.(ab)-①b

直流 125V 蓄電池を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

  

  3.5 計測制御用電源設備   

  設計基準対象施設の安全性を確保する上で特に必要

な設備に対し，計測制御用電源設備として，無停電電

源装置であるバイタル交流電源装置を施設する設計と

する。 

＜中略＞ 

バイタル交流電源装置 7Aは，外部電源喪失及び全交

流動力電源喪失時から重大事故等に対処するために必

要な電力の供給が常設代替交流電源設備から開始され

るまでの間においても，非常用直流電源設備である直

流 125V 蓄電池から直流電源が供給されることにより，

交流 120V バイタル分電盤に対し電力供給を確保する設

計とする。 

なお，バイタル交流電源装置 7B,7C 及び 7Dは約 1時

間，電力供給が可能な設計とする。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 3 について 【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止 

  

 保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備

をいう。）は，電線路，発電用原子炉施設において常時使

用される発電機，外部電源系及び非常用電源設備から安

全施設への電力の供給が停止することがないよう，発電

機，送電線，変圧器，母線等に保護継電器を設置し，機器

の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，異常を

検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラ

ッド開閉装置等の遮断器が動作することにより，その拡

大を防止する設計とする。 

 特に重要安全施設においては，多重性を有し，系統分

離が可能である母線で構成し，信頼性の高い機器を設置

するとともに，非常用所内電源系からの受電時の母線切

替操作が容易な設計とする。 

保安電源設備（安全施設へ電力を供給するための設備

をいう。）は，電線路，発電用原子炉施設において常時

使用される発電機，外部電源系及び非常用所内電源系か

ら安全施設への電力の供給が停止することがないよう，

発電機，外部電源，非常用所内電源設備，その他の関連

する電気系統機器の短絡若しくは地絡又は母線の低電圧

若しくは過電流等を保護継電器にて検知できる設計とす

る。また，故障を検知した場合は，ガス絶縁開閉装置あ

るいはメタルクラッド開閉装置等の遮断器により故障箇

所を隔離することにより，故障による影響を局所化でき

るとともに，他の安全機能への影響を限定できる設計と

する。 

＜中略＞ 

 

安全施設へ電力を供給する保安電源設備は，電線

路，発電用原子炉施設において常時使用される発電

機，外部電源系及び非常用電源設備から安全施設への

電力の供給が停止することがないよう，発電機，送電

線，変圧器，母線等に保護継電器を設置し，機器の損

壊，故障その他の異常を検知するとともに，異常を検

知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラ

ッド開閉装置等の遮断器が動作することにより，その

拡大を防止する設計とする。 

特に重要安全施設に給電する系統においては，多重

性を有し，系統分離が可能である母線で構成し，信頼

性の高い機器を設置する。 

 

  

 10. その他発電用原子炉の附属施設 

10.3 常用電源設備 

10.3.4 主要設備 

10.3.4.5 所内高圧系統 

   

 常用の所内高圧系統は，6.9kV で第 10.1－1図に示す

ように常用 4母線，6号及び 7号炉共通用 4母線で構成

する。 

常用高圧母線………所内変圧器又は共通用高圧母線

から受電する母線 

  共通用高圧母線………起動変圧器から受電する母線         

（6 号及び 7号炉共用） 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開

閉装置で構成し，遮断器には真空遮断器を使用する。故

障を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離す

ることにより，故障による影響を局所化できるととも

に，他の安全機能への影響を限定できる。 

常用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）は，

4母線で構成し，通常運転時に必要な負荷を各母線に振

り分け給電する。それぞれの母線から動力変圧器を通し

て降圧し，常用低圧母線（パワーセンタ及びモータコン

トロールセンタで構成）へ給電する。 

共通用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）は，

4母線で構成し，それぞれの母線から動力変圧器を通し

て降圧し，共通用低圧母線（パワーセンタ及びモータコ

ントロールセンタで構成）へ給電する。 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発生した際は，遮

断器により故障箇所を隔離できる設計とし，故障による
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常用高圧母線のメタルクラッド開閉装置は，コントロー

ル建屋内に設置する。 

常用高圧母線には，通常運転時に必要な負荷を振り分

け，これらの母線は，発電用原子炉の起動又は停止中

は，母線連絡遮断器を通して共通用高圧母線から受電す

るが，発電機が同期し，並列した後は所内変圧器から受

電する。 

＜中略＞ 

10.3.4.6 所内低圧系統 

常用の所内低圧系統は，480V で第 10.1－1 図に示すよ

うに常用 4母線並びに共通用 2母線で構成する。 

常用低圧母線………常用高圧母線から動力用変圧器

を通して受電する母線 

共通用低圧母線………共通用高圧母線から動力用変

圧器を通して受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のキュービクルで構

成し，遮断器は気中遮断器を使用する。故障を検知した

場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによ

り，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全

機能への影響を限定できる。 

＜中略＞ 

影響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を

限定できる設計とする。 

 

 

 10.3.4.8 直流電源設備    

 常用直流電源設備は第 10.1－3図に示すように，常用

所内電源系として，直流 250V 1 系統及び直流 125V 1 系

統の 2系統から構成する。 

常用所内電源系の直流 250V 系統は，非常用低圧母線

に接続される充電器 2台，蓄電池 1組等を設ける。常用

所内電源系の直流 125V 系統は，非常用低圧母線に接続

される充電器 2台，蓄電池 1組等を設ける。 

＜中略＞ 

 

常用の直流電源設備は，蓄電池，充電器，直流主母線

盤等で構成する。 

常用の直流電源設備は，主タービン非常用油ポンプ，

給水ポンプタービン非常用油ポンプ等へ給電する設計

とする。 

  

 10.3.4.9 計測制御用電源設備    

 常用の計測制御用電源設備は，第 10.1－4 図に示すよ

うに，計測母線 2母線で構成する。 

 

 

 

常用の計測制御用電源設備は，原子炉系計測用主母線

盤，タービン系計測用主母線盤等で構成する。 
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 10.3.4.10  ケーブル及び電線路    

 動力回路，制御回路，計装回路のケーブルは，それぞ

れ相互に分離したケーブル・トレイ，電線管を使用して

敷設する。 

＜中略＞ 

常用電源設備の動力回路のケーブルは，負荷の容量に

応じたケーブルを使用する設計とし，多重化した非常用

電源設備の動力回路のケーブルの系統分離対策に影響

を及ぼさない設計とするとともに，制御回路や計装回路

への電気的影響を考慮した設計とする。 

  

  【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.1 非常用電源系統 

  

  

 

 

重要安全施設においては，多重性を有し，系統分離が

可能である母線で構成し，信頼性の高い機器を設置す

る。 

  

 10.1 非常用電源設備 

10.1.1 通常運転時等 

10.1.1.4 主要設備 

10.1.1.4.1 所内高圧系統 

   

 非常用の所内高圧系統は，6.9kV で第 10.1－1 図に示

すように 3母線で構成する。 

非常用高圧母線………共通用高圧母線又は非常用デ

ィーゼル発電機から受電する

母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開

閉装置で構成し遮断器には真空遮断器を使用する。故障

を検知した場合には，遮断器により故障箇所を隔離する

ことによって，故障による影響を局所化できるととも

に，他の安全機能への影響を限定できる設計とする。 

非常用高圧母線のメタルクラッド開閉装置は，原子炉

建屋内に設置する。 

非常用高圧母線には，工学的安全施設に関係する機器

を振り分ける。 

＜中略＞ 

非常用高圧母線（メタルクラッド開閉装置で構成）

は，多重性を持たせ，3系統の母線で構成し，工学的

安全施設に関係する高圧補機と発電所の保安に必要な

高圧補機へ給電する設計とする。また，動力変圧器を

通して降圧し，非常用低圧母線（パワーセンタ及びモ

ータコントロールセンタで構成）へ給電する。非常用

低圧母線も同様に多重性を持たせ，3系統の母線で構

成し，工学的安全施設に関係する低圧補機と発電所の

保安に必要な低圧補機へ給電する設計とする。 

また，高圧及び低圧母線等で故障が発生した際は，

遮断器により故障箇所を隔離できる設計とし，故障に

よる影響を局所化できるとともに，他の安全施設への

影響を限定できる設計とする。 

さらに，非常用所内電源系からの受電時の母線切替

操作が容易な設計とする。 

＜中略＞ 

これらの母線は，独立性を確保し，それぞれ区画分

離された部屋に配置する設計とする。 
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 10.1.1.4.2 所内低圧系統    

 非常用の所内低圧系統は，480V で第 10.1－1 図に示す

ように 6母線で構成する。 

非常用低圧母線………非常用高圧母線から動力用変

圧器を通して受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のキュービクルで構

成し，遮断器は気中遮断器を使用する。故障を検知した

場合には，遮断器により故障箇所を隔離することによっ

て，故障による影響を局所化できるとともに，他の安全

機能への影響を限定できる設計とする。 

非常用低圧母線のパワーセンタは，耐震設計上，原子

炉建屋内及びタービン建屋内に設置する。 

工学的安全施設に関係する機器を接続している非常用

低圧母線には，非常用高圧母線から動力用変圧器を通し

て降圧し給電する。 

＜中略＞ 

   

 10.1.1.4.6 ケーブル及び電線路    

 安全保護系並びに工学的安全施設に関係する動力回

路，制御回路，計装回路のケーブルは，その多重性及び

独立性を確保するため，それぞれ相互に分離したケーブ

ル・トレイ，電線管を使用して布設し，相互に独立性を

侵害することのないようにする。 
＜中略＞ 

原子炉緊急停止系並びに工学的安全施設に関係する

多重性を持つ動力回路に使用するケーブルは，負荷の

容量に応じたケーブルを使用し，多重化したそれぞれ

のケーブルについて相互に物理的分離を図る設計とす

るとともに制御回路や計装回路への電気的影響を考慮

した設計とする。 

  

 1. 安全設計 

1.10 発電用原子炉設置変更許可申請に係る安全設計の

方針 

1.10.2 発電用原子炉設置変更許可申請（平成 25年 9

月 27 日申請）に係る実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則への適合

（保安電源設備） 

第三十三条 

適合のための設計方針 

3 について 

＜中略＞ 

【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.1.2 1 相の電路の開放に対する検知及び電力の安定

性回復 

  

 また，変圧器 1 次側において 3 相のうちの 1 相の電路

の開放が生じ，ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-②安全施設への電力の

供給が不安定になった場合においては，自動（地絡や過

変圧器 1次側において 3相のうちの 1相の電路の開放

が生じ，安全施設への電力の供給が不安定になった場合

においては，自動（地絡や過電流による保護継電器の動

変圧器一次側において 3相のうちの 1相の電路の開

放が生じたロ(3)(ⅰ)a.(ab)-②a 場合に検知できるよ

う，変圧器一次側の電路は，電路を筐体に内包する変

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-②a 及びロ(3) 
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電流による保護継電器の動作）若しくは手動操作で，故

障箇所の隔離又は非常用母線の健全な電源からの受電へ

切り替えることにより安全施設への電力の供給の安定性

を回復できる設計とする。 

作により）若しくは手動操作で，故障箇所の隔離又は非

常用母線の健全な電源からの受電へ切り替えることによ

り安全施設への電力の供給の安定性を回復できる設計と

する。また，送電線は複数回線との接続を確保し，巡視

点検による異常の早期検知ができるよう，送電線引留部

の外観確認が可能な設計とする。 

＜中略＞ 

圧器やガス絶縁開閉装置等により構成し，3相のうち

の 1相の電路の開放が生じた場合に保護継電器にて自

動で故障箇所の隔離及び非常用母線の受電切替ができ

る設計とし，電力の供給の安定性を回復できる設計と

する。 

送電線において 3相のうちの 1相の電路の開放が生

じた場合，500kV 送電線は 1回線での電路の開放時

に，安全施設への電力の供給が不安定にならないよ

う，多重化した設計とする。また，電力送電時，保護

装置による 3相の電流不平衡監視にて常時自動検知で

きる設計とする。さらに保安規定に定めている巡視点

検を加えることで，保護装置による検知が期待できな

い場合の１相開放故障や，その兆候を早期に検知でき

る設計とする。 

154kV 送電線は，各相の不足電圧継電器にて常時自

動検知できる設計とする。さらに保安規定に定めてい

る巡視点検を加えることで，保護継電器による検知が

期待できない場合の１相開放故障や，その兆候を早期

に検知できる設計とする。 

500kV 送電線及び 154kV 送電線において 1相の電路

の開放を検知した場合は，ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-②b 自動

又は手動で，故障箇所の隔離又は非常用母線の受電切

替ができる設計とし，電力の供給の安定性を回復でき

る設計とする。 

 

(ⅰ)a.(ab)-②b は，設置変

更許可申請書（本文（五号） 

）のロ(3)(ⅰ)a.(ab)-②を具

体的に記載しており，整合し

ている。 

 4 について 1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

＜中略＞ 

  

 ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-③設計基準対象施設に接続する電線

路のうち少なくとも 2 回線は，それぞれ互いに独立した

ものであって，当該設計基準対象施設において受電可能

なものであり，かつ，それにより当該設計基準対象施設

を電力系統に連系するとともに， 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として 500kV

送電線（東京電力パワーグリッド株式会社新新潟幹線及

び東京電力パワーグリッド株式会社南新潟幹線）2ルー

ト 4回線（1号，2号，3号，4号，5号，6号及び 7号

炉共用，既設）及び受電専用の回路として 154kV 送電線

（東北電力株式会社荒浜線）1ルート 1回線（1号，2

号，3号，4号，5号，6号及び 7号炉共用，既設）の 3

ルート 5回線を設置し，電力系統に接続する。 

500kV 送電線は，約 100km 離れた東京電力パワーグリ

ッド株式会社西群馬開閉所に連系する。また，154kV 送

ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-③設計基準対象施設は，送受電可能

な回線として 500kV 送電線（東京電力パワーグリッド株

式会社新新潟幹線及び東京電力パワーグリッド株式会

社南新潟幹線）2ルート 4回線（「1,2,3,4,5,6,7 号機共

用，1号機に設置」（以下同じ。））及び受電専用の回線と

して 154kV 送電線（東北電力株式会社荒浜線）1ルート

1回線（「1,2,3,4,5,6,7 号機共用，1号機に設置」（以下

同じ。））の合計 3ルート 5回線にて，電力系統に接続す

る設計とする。 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-③は，設置変更

許可申請書（本文（五号））

のロ(3)(ⅰ)a.(ab)-③を具体

的に記載しており，整合して

いる。 
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電線は，約 4km 離れた東北電力株式会社刈羽変電所に連

系する。 

上記 3ルート 5回線の送電線の独立性を確保するた

め，万一，送電線の上流側接続先である東京電力パワー

グリッド株式会社西群馬開閉所が停止した場合でも，外

部電源からの電力供給が可能となるよう，東北電力株式

会社刈羽変電所を経由するルートで本発電所に電力を供

給することが可能な設計とする。また，東北電力株式会

社刈羽変電所が停止した場合には，東京電力パワーグリ

ッド株式会社西群馬開閉所を経由するルートで本発電所

に電力を供給することが可能な設計とする。 

 

500kV 送電線 4回線は，東京電力パワーグリッド株

式会社西群馬開閉所に連系する設計とする。また，

154kV 送電線 1回線は，東北電力株式会社刈羽変電所

に連系する設計とする。 

上記 3ルート 5回線の送電線の独立性を確保するた

め，万一，送電線の上流側接続先である東京電力パワ

ーグリッド株式会社西群馬開閉所が停止した場合で

も，外部電源からの電力供給が可能となるよう，東北

電力株式会社刈羽変電所を経由するルートで本発電所

に電力を供給することが可能な設計とする。 

また，東北電力株式会社刈羽変電所が停止した場合

には，外部電源からの電力供給が可能となるよう，東

京電力パワーグリッド株式会社西群馬開閉所を経由す

るルートで本発電所に電力を供給することが可能な設

計とする。 

 5 について    

電線路のうち少なくとも 1 回線は，設計基準対象施設に

おいて他の回線と物理的にロ(3)(ⅰ)a.(ab)-④分離して

受電できる設計とする。 

設計基準対象施設に連系する 500kV 送電線（東京電力

パワーグリッド株式会社新新潟幹線）2回線，500kV 送

電線（東京電力パワーグリッド株式会社南新潟幹線）2

回線及び 154kV 送電線（東北電力株式会社荒浜線）1回

線は，同一の送電鉄塔に架線しないよう，それぞれのル

ートに送電鉄塔を備える設計とする。 

また，送電線は，大規模な盛土の崩壊，大規模な地す

べり，急傾斜の崩壊による被害の最小化を図るため，鉄

塔基礎の安定性を確保することで，鉄塔の倒壊を防止す

るとともに，台風等による強風発生時や着氷雪による事

故防止対策を図ることにより，外部電源系からの電力供

給が同時に停止することのない設計とする。 

さらに，500kV 送電線（東京電力パワーグリッド株式

会社新新潟幹線，東京電力パワーグリッド株式会社南新

潟幹線）と 154kV 送電線（東北電力株式会社荒浜線）の

近接箇所については，仮に 1つの鉄塔が倒壊しても，全

ての送電線が同時に機能喪失しない水平距離を確保する

設計とする。 

これらにより，設計基準対象施設に連系する送電線

は，互いに物理的に分離した設計とする。 

 

設計基準対象施設は，電線路のうち少なくとも 1回

線は，同一の送電鉄塔に架線されていない，他の回線

と物理的にロ(3)(ⅰ)a.(ab)-④分離された送電線から

受電する設計とする。 

また，大規模な盛土の崩壊，大規模な地すべり，急

傾斜地の崩壊に対し鉄塔基礎の安定性が確保され，台

風等による強風発生時及び着氷雪の事故防止対策が図

られ，送電線の近接箇所においては，必要な絶縁距離

及び水平距離が確保された送電線から受電する設計と

する。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-④は，設置変更

許可申請書（本文（五号））

のロ(3)(ⅰ)a.(ab)-④を具体

的に記載しており，整合して

いる。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 6 について 1.3 複数号機を設置する場合における電力供給確保   

 設計基準対象施設に接続する電線路は，ロ(3)(ⅰ)a. 

(ab)-⑤同一の発電所内の 2 以上の発電用原子炉施設を

電力系統に連系する場合には，いずれの 2 回線が喪失し

た場合においても電力系統からこれらの発電用原子炉施

設への電力の供給が同時に停止しない設計とする。 

設計基準対象施設に連系する送電線は，500kV 送電線

4回線と 154kV 送電線 1回線とで構成する。 

これらの送電線は 1回線で 6号及び 7号炉の停止に必

要な電力を供給し得る容量とし，いずれの 2回線が喪失

しても，発電用原子炉施設が同時に外部電源喪失に至ら

ない構成とする。 

なお，500kV 送電線は母線連絡遮断器を設置したタイ

ラインにより起動用開閉所変圧器を介して，154kV 送電

線は予備電源変圧器を介して起動用開閉所に接続する。

起動用開閉所は起動変圧器を介して発電用原子炉施設へ

接続する設計とする。 

設計基準対象施設に接続する電線路は，ロ(3)(ⅰ)a. 

(ab)-⑤いずれの 2回線が喪失した場合においても電力

系統から同一の発電所内の発電用原子炉施設への電力

の供給が同時に停止しない設計とし，500kV 送電線 4

回線は 500kV 開閉所及び 66kV 開閉所を介して接続する

とともに，154kV 送電線 1回線は 66kV 開閉所を介して

接続する設計とする。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-⑤は，設置変更

許可申請書（本文（五号））

のロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑤を含ん

でおり，整合している。 

 

 

 開閉所からの送受電設備は，十分な支持性能を持つ地

盤に設置するとともに，遮断器等は重心の低いガス絶縁

開閉装置及びガス遮断器を採用する等，耐震性の高いも

のを使用する。 

さらに津波の影響を受けない敷地高さに設置するとと

もに，塩害を考慮し，送電線引留部の碍子に対しては，

碍子洗浄できる設計とし，遮断器等に対しては，電路が

タンクに内包されているガス絶縁開閉装置及びガス遮断

器を採用し，ガス遮断器の架線部については屋内に設置

する。 

 開閉所から主発電機側の送受電設備は，十分な支持

性能を持つ地盤に設置するとともに，耐震性の高い，

可とう性のある懸垂碍子並びに重心の低いガス絶縁開

閉装置及びガス遮断器を設置する設計とする。 

 さらに，津波の影響を受けない敷地高さに設置する

とともに，塩害を考慮し，送電線引留部の碍子に対し

ては，碍子洗浄ができる設計とし，遮断器等に対して

は，電路がタンクに内包されているガス絶縁開閉装置

及びガス遮断器を設置し，ガス遮断器の架線部につい

ては屋内に設置する。 

  

 7 について 【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用ディーゼル発電設備 

＜中略＞ 

  

 非常用電源設備及びその附属設備は，多重性又は多様

性を確保し，及び独立性を確保し，その系統を構成する

ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑥機器の単一故障が発生した場合であ

っても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時

において工学的安全施設及び設計基準事故に対処するた

めの設備がその機能を確保するために十分な容量を有す

る設計とする。 

非常用ディーゼル発電機及びその附属設備は，多重性

及び独立性を考慮して，必要な容量のものを各々別の場

所に 3台備え，共通要因により機能が喪失しない設計と

するとともに，各々非常用高圧母線に接続する。 

蓄電池は，非常用 4系統をそれぞれ異なる区画に設置

し，多重性及び独立性を確保し共通要因により機能が喪

失しない設計とする。 

これらにより，その系統を構成する機器の単一故障が

発生した場合にも，機能が確保される設計とする。 

非常用電源設備及びその付属設備は，多重性又は多様

性を確保し，及び独立性を確保し，その系統を構成する

ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑥機械又は器具の単一故障が発生し

た場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計

基準事故時において，工学的安全施設及び設計基準事故

に対処するための設備がその機能を確保するために十

分な容量を有する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-⑥は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のロ

(3)(ⅰ)a.(ab)-⑥と同義であ

り，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

  4. 燃料設備 

4.1 非常用ディーゼル発電設備の燃料補給設備 

  

 ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑦非常用ディーゼル発電機は，7 日

間の外部電源喪失を仮定しても，連続運転により必要と

する電力を供給できるよう，7日間分の容量以上の燃料を

ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑧軽油タンクに貯蔵する設計とする。 

また，非常用ディーゼル発電機については，7日間の

外部電源喪失を仮定しても，連続運転により必要とする

電力を供給できるよう，7日間分の容量以上の燃料を軽

油タンクに貯蔵する設計とする。 

 

 ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑦非常用ディーゼル発電設備は，7

日間の外部電源喪失を仮定しても，連続運転により必

要とする電力を供給できるよう，7日間分の容量以上

の燃料をロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑧7号機の軽油タンクに貯

蔵する設計とする。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-⑦は，設置変更

許可申請書（本文（五号））

のロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑦を含ん

でおり，整合している。 

 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-⑧は，設置変更

許可申請書（本文（五号））

のロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑧と同義

であり，整合している。 

 

 8 について 2. 交流電源設備 

2.1 非常用ディーゼル発電設備 

＜中略＞ 

  

 ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑨設計基準対象施設は，他の発電用

原子炉施設に属する非常用電源設備及びその附属設備か

ら受電する場合には，当該非常用電源設備から供給され

る電力に過度に依存しない設計とする。 

設計基準事故時において，発電用原子炉施設に属する

非常用所内電源設備及びその附属設備は，発電用原子炉

ごとに設置し，他の発電用原子炉施設と共用しない設計

とする。 

 

ロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑨設計基準事故時において，発電

用原子炉施設に属する非常用所内電源設備及びその付

属設備は，発電用原子炉ごとに設置し，他の発電用原

子炉施設と共用しない設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のロ(3) 

(ⅰ)a.(ab)-⑨は，設置変更

許可申請書（本文（五号））

のロ(3)(ⅰ)a.(ab)-⑨と同義

であり，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

ヌ その他発電用原子炉の附属施設の構造及び設備   設置変更許可申請書(本文（五

号）)ヌ項において，設計及び

工事の計画の内容は，以下の

とおり満足している。 

 

 

(1) 常用電源設備の構造 10. その他発電用原子炉の附属施設 

第 10.3－3表 発電機及び励磁装置の主要機器仕様 

【常用電源設備】 

（要目表） 

  

(ⅰ) ヌ(1)(ⅰ)-①主発電機 

個数 ヌ(1)(ⅰ)-②1 

容量 約 1,540,000kVA 

(1) 発電機 

型式 横軸円筒回転界磁 3 相同期発電機 

容量 約 1,540,000kVA 

力率 0.9（遅れ） 

電圧 27kV 

相数 3 

周波数 50Hz 

回転数 1,500rpm 

冷却法 固定子 水及び水素ガス冷却 

    回転子 水素ガス冷却 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 
・設計及び工事の計画のヌ(1)(ⅰ)-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(1)(ⅰ)-①と同義

であり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(1)(ⅰ)-②は，設計及び工事の計画の「Ⅴ-5 図面 1.4 単

線結線図 第 1-4-1 図 交流全体単線結線図（その 1）」に記載しており，整合している。 

ヌ(1)(ⅰ)-① 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) 外部電源系 第 10.3－1表 送電線の主要機器仕様 【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

  

500kV 4 回線（1 号，2号，3号，4号，5号，6号及び 7

号炉共用，既設）（ヌ(1)(ⅱ)-①「非常用電源設備」と兼

用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

154kV 1 回線（1 号，2号，3号，4号，5号，6号及び 7

号炉共用，既設）（ヌ(1)(ⅱ)-①「非常用電源設備」と兼

用） 

(1) 500kV 送電線（1号，2号，3号，4号，5号，6号及

び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

a. 南新潟幹線 

定格電圧 500kV 

回線数 2回線 

b. 新新潟幹線 

定格電圧 500kV 

回線数 2回線 

 

(2) 154kV 送電線（1号，2号，3号，4号，5号，6号及

び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 
・非常用電源設備（通常運転時等） 

a. 荒浜線（東北電力株式会社） 

定格電圧 154kV 

回線数 1回線 

 

ヌ(1)(ⅱ)-①a 発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電力を当該重要

安全施設に供給するため，電力系統に連系した設計とす

る。 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として 500kV

送電線（東京電力パワーグリッド株式会社新新潟幹線及

び東京電力パワーグリッド株式会社南新潟幹線）2ルー

ト 4回線（「1,2,3,4,5,6,7 号機共用，1号機に設置」（以

下同じ。））及び受電専用の回線として 154kV 送電線（東

北電力株式会社荒浜線）1ルート1回線（「1,2,3,4,5,6,7

号機共用，1号機に設置」（以下同じ。））の合計 3ルート

5回線にて，電力系統に接続する設計とする。 

＜中略＞ 

 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用ディーゼル発電設備 

ヌ(1)(ⅱ)-②b 発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電力を当該重要

安全施設に供給するため，電力系統に連系した設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

設置変更許可申請書（本文（五

号））のヌ(1)(ⅱ)-①は，電力

系統に連系した送電線につい

て，常用電源設備と非常用電

源設備で同じ設備を表してお

り，設計及び工事の計画にお

いては，常用電源設備と非常

用電源設備の基本設計方針の

ヌ(1)(ⅱ)-①a 及びヌ(1) 

(ⅱ)-①b にそれぞれ記載し

ており，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 10.3 常用電源設備 

10.3.2 設計方針 

10.3.2.1 外部電源系 

＜中略＞ 

【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.1 発電所構内における電気系統の信頼性確保 

1.1.1 機器の損壊，故障その他の異常の検知と拡大防

止 

  

ヌ(1)(ⅱ)-③主発電機，外部電源系，非常用所内電源

系，その他の関連する電気系統の機器の短絡若しくは地

絡又は母線の低電圧若しくは過電流に対し，検知できる

設計とする。 

また，発電機，外部電源系，非常用所内電源系，その他

の関連する電気系統の機器の短絡若しくは地絡又は母線

の低電圧若しくは過電流，変圧器 1 次側における 1 相開

放故障等を検知できる設計とし，検知した場合には，遮断

器により故障箇所を隔離することにより，故障による影

響を局所化できるとともに，他の安全機能への影響を限

定できる構成とする。 

安全施設へ電力を供給する保安電源設備は，ヌ(1) 

(ⅱ)-③電線路，発電用原子炉施設において常時使用さ

れる発電機，外部電源系及び非常用電源設備から安全施

設への電力の供給が停止することがないよう，発電機，

送電線，変圧器，母線等に保護継電器を設置し，機器の

損壊，故障その他の異常を検知するとともに，異常を検

知した場合は，ガス絶縁開閉装置あるいはメタルクラッ

ド開閉装置等の遮断器が動作することにより，その拡大

を防止する設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のヌ(1) 

(ⅱ)-③は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヌ(1)(ⅱ)-

③と同義であり，整合してい

る。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅲ) 変圧器 第 10.3－4表 変圧器の主要機器仕様    

a. 主変圧器 

台数 1 

容量 約 1,450,000kVA 

電圧 26.325kV/ヌ(1)(ⅲ)a.-①525kV（1 次/2 次） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【常用電源設備】 

（要目表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 
・設計及び工事の計画のヌ(1)(ⅲ)a.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(1)(ⅲ)a.-①の電圧調整

範囲（タップにより，二次電圧を変更可能）を記載しており，整合している。 

ヌ(1)(ⅲ)a.-① 
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b. ヌ(1)(ⅲ)b.-①起動用開閉所変圧器（1 号，2 号，3

号，4号，5 号，6号及び 7 号炉共用，既設） 

台数 ヌ(1)(ⅲ)b.-②3 

容量 約 120,000kVA（1台），約 170,000kVA（2台） 

電圧 ヌ(1)(ⅲ)b.-③525kV/66kV（1 次/2 次） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合性 
・設計及び工事の計画のヌ(1)(ⅲ)b.-①a～ヌ(1)(ⅲ)b.-①c は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(1)(ⅲ)b.-①と同義であり，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(1)(ⅲ)b.-②は，起動用開閉所変圧器をまとめて記載しているが，

設計及び工事の計画のヌ(1)(ⅲ)b.-②a～ヌ(1)(ⅲ)b.-②c では，「1号高起動用変圧器」，「2 号高起動用変圧器」

及び「3 号高起動用変圧器」に別々に記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(1)(ⅲ)b.-③a～ヌ(1)(ⅲ)b.-③c は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(1)(ⅲ)b.-③の電圧調整範囲（タップにより，一次電圧を変更可能）を記載しており，整合している。 

ヌ(1)(ⅲ)b.-①a 

ヌ(1)(ⅲ)b.-③a 

ヌ(1)(ⅲ)b.-②a 

ヌ(1)(ⅲ)b.-①b 

ヌ(1)(ⅲ)b.-③b 

ヌ(1)(ⅲ)b.-②b 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 所内変圧器 

台数 2 

容量 約 50,000kVA 

電圧 26.325kV/6.9kV（1 次/2 次） 

d. 起動変圧器（6号及び 7 号炉共用） 

台数 2 

容量 約 70,000kVA 

電圧 66kV/6.9kV（1 次/2 次） 

e. 予備電源変圧器（1号，2号，3号，4 号，5号，6号

及び 7号炉共用，既設） 

台数 1 

容量 約 60,000kVA 

電圧 147kV/66kV（1 次/2 次） 

f. 工事用変圧器（6 号及び 7号炉共用） 

台数 2 

容量 約 10,000kVA，約 20,000kVA 

電圧 66kV/6.9kV（1 次/2 次） 

  設置変更許可申請書（本文（五

号））の「所内変圧器」，「起動

変圧器」，「予備電源変圧器」，

「工事用変圧器」は，本工事

計画の対象外である。 

 

 

ヌ(1)(ⅲ)b.-①c 

ヌ(1)(ⅲ)b.-③c 

ヌ(1)(ⅲ)b.-②c 
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(2) 非常用電源設備の構造     

(ｉ) 外部電源系 第 10.3－1表 送電線の主要機器仕様 【常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 保安電源設備 

1.2 電線路の独立性及び物理的分離 

  

500kV 4 回線（1 号，2号，3号，4号，5号，6号及び 7

号炉共用，既設）ヌ(2)(ｉ)-①（「常用電源設備」と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

154kV 1 回線（1 号，2号，3号，4号，5号，6号及び 7

号炉共用，既設）ヌ(2)(ｉ)-①（「常用電源設備」と兼用） 

(1) 500kV 送電線（1号，2号，3号，4号，5号，6号及

び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

a. 南新潟幹線 

定格電圧 500kV 

回線数 2回線 

b. 新新潟幹線 

定格電圧 500kV 

回線数 2回線 

 

(2) 154kV 送電線（1号，2号，3号，4号，5号，6号及

び 7号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

a. 荒浜線（東北電力株式会社） 

定格電圧 154kV 

回線数 1回線 

 

ヌ(2)(ｉ)-①a 発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電力を当該重要

安全施設に供給するため，電力系統に連系した設計とす

る。 

設計基準対象施設は，送受電可能な回線として 500kV

送電線（東京電力パワーグリッド株式会社新新潟幹線及

び東京電力パワーグリッド株式会社南新潟幹線）2ルー

ト 4回線（「1,2,3,4,5,6,7 号機共用，1号機に設置」（以

下同じ。））及び受電専用の回線として 154kV 送電線（東

北電力株式会社荒浜線）1ルート1回線（「1,2,3,4,5,6,7

号機共用，1号機に設置」（以下同じ。））の合計 3ルート

5回線にて，電力系統に接続する設計とする。 

＜中略＞ 

 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用ディーゼル発電設備 

ヌ(2)(ｉ)-①b 発電用原子炉施設は，重要安全施設が

その機能を維持するために必要となる電力を当該重要

安全施設に供給するため，電力系統に連系した設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請書（本文（五

号））のヌ(2)(ｉ)-①は，電力

系統に連系した送電線につい

て，常用電源設備と非常用電

源設備で同じ設備を表してお

り，設計及び工事の計画にお

いては，常用電源設備と非常

用電源設備の基本設計方針ヌ

(2)（ⅰ)-①a 及びヌ(2)（ⅰ)-

①b にそれぞれ記載してお

り，整合している。 
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設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

(ⅱ) 非常用ディーゼル発電機 10.1 非常用電源設備 

10.1.1 通常運転時等 

10.1.1.4 主要設備 

10.1.1.4.3 非常用ディーゼル発電機 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

2 非常用発電装置に係る次の事項 

  

a. ヌ(2)(ⅱ)a.-①非常用ディーゼル発電機 

台数 3 

出力 ヌ(2)(ⅱ)a.-②約 5,000kW（1 台当たり） 

起動時間 ヌ(2)(ⅱ)a.-③約 13 秒 

 

非常用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合

には発電用原子炉を安全に停止するために必要な電力を

供給し，また，外部電源が喪失し同時に冷却材喪失事故が

発生した場合には工学的安全施設作動のための電力を供

給する。 

非常用ディーゼル発電機は多重性を考慮し，3 台を備

え，各々非常用高圧母線に接続する。各非常用ディーゼル

発電設備は，配電盤，制御盤ともそれぞれ独立した部屋に

設置する。 

＜中略＞ 

第 10.1－5表 非常用ディーゼル発電機の主要機器仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ヌ(2)(ⅱ)a.-①a 
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  【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2 章 個別項目 

2. 交流電源設備 

2.1 非常用ディーゼル発電設備 

＜中略＞ 

  

  非常用ディーゼル発電設備は，非常用高圧母線低電圧

信号又は非常用炉心冷却設備作動信号で起動し，設置

（変更）許可を受けた原子炉冷却材喪失事故における工

学的安全施設の設備の作動開始時間を満足する時間で

 

 

 

 

 

整合性 
・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅱ)a.-①a 及びヌ(2)(ⅱ)a.-①b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅱ)a.-①と同義であり，整合している。 

・ヌ(2)(ⅱ)a.-②：6250kVA×0.8（力率）＝5000kW 

ヌ(2)(ⅱ)a.-② 

ヌ(2)(ⅱ)a.-①b 
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あるヌ(2)(ⅱ)a.-③13 秒以内に電圧を確立した後は，

各非常用高圧母線に接続し，負荷に給電する設計とす

る。 

＜中略＞ 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅱ)a.-③は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅱ)a.-③を詳細設計した結

果であり，整合している。 

 10.1.2 重大事故等時 

10.1.2.1 非常用交流電源設備 

10.1.2.1.1 概要 

   

 非常用交流電源設備は，想定される重大事故等時にお

いて，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用す

る。 

非常用交流電源設備は，重大事故等時に ATWS 緩和設備

（代替制御棒挿入機能），ATWS 緩和設備（代替冷却材再循

環ポンプ・トリップ機能），ほう酸水注入系，高圧炉心注

水系，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能），低圧

代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬型），残留熱除

去系（低圧注水モード），残留熱除去系（原子炉停止時冷

却モード），原子炉補機冷却系，代替格納容器スプレイ冷

却系（常設），代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），残

留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード），残留熱除去

系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード），

計装設備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計

とする。 

 

10.1.2.1.2 設計方針 

非常用交流電源設備は，「1.1.7 重大事故等対処設備に

関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設計

方針を適用して設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非常用ディーゼル発電設備は，想定される重大事故等

時において，重大事故等対処設備（設計基準拡張）とし

て使用できる設計とする。 

非常用ディーゼル発電設備は，設計基準事故対処設備

であるとともに，重大事故等時においても使用するた

め，重大事故等対処設備としての基本方針に示す設計方

針を適用する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的

分散を考慮すべき対象の設計基準事故対処設備はない

ことから，重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 

多様性，位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。 

非常用ディーゼル発電設備は重大事故等時に，ATWS 緩

和設備（代替制御棒挿入機能），ATWS 緩和設備（代替冷

却材再循環ポンプ・トリップ機能），ほう酸水注入系，

高圧炉心注水系，代替自動減圧ロジック（代替自動減圧

機能），低圧代替注水系（常設），低圧代替注水系（可搬

型），残留熱除去系（低圧注水モード），残留熱除去系（原

子炉停止時冷却モード），原子炉補機冷却水系，原子炉

補機冷却海水系，代替格納容器スプレイ冷却系（常設），

代替格納容器スプレイ冷却系（可搬型），残留熱除去系

（格納容器スプレイ冷却モード），残留熱除去系（サプ

レッション・チェンバ・プール水冷却モード），計装設

備及び非常用ガス処理系へ電力を供給できる設計とす

る。 
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 10.1.1 通常運転時等 

10.1.1.2 設計方針 

10.1.1.2.1 非常用所内電源系 

＜中略＞ 

4. 燃料設備 

4.1 非常用ディーゼル発電設備の燃料補給設備 

  

ヌ(2)(ⅱ)a.-④非常用ディーゼル発電機は，7 日間の

外部電源喪失を仮定しても，連続運転により必要とする

電力を供給できるよう，7 日間分の容量以上の燃料をヌ

(2)(ⅱ)a.-⑤軽油タンクに貯蔵する設計とする。 

 

また，7日間の外部電源喪失を仮定しても，連続運転に

より必要とする電力を供給できるよう，7日間分の容量以

上の燃料を軽油タンクに貯蔵する設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

ヌ(2)(ⅱ)a.-④非常用ディーゼル発電設備は，7日間

の外部電源喪失を仮定しても，連続運転により必要とす

る電力を供給できるよう，7日間分の容量以上の燃料を

ヌ(2)(ⅱ)a.-⑤7 号機の軽油タンクに貯蔵する設計と

する。 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅱ)a.-④は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅱ)a.-④を含んでおり，整合

している。 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅱ)a.-⑤は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅱ)a.-⑤と同義であり，整合

している。 
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  【非常用電源設備】 

（要目表） 

2 非常用発電装置に係る次の事項 

  

b. 軽油タンク 

基数 2 

容量 ヌ(2)(ⅱ)b.-①約 550kL（1基当たり） 

 

第 10.1－5表 非常用ディーゼル発電機の主要機器仕様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ヌ(2)(ⅱ)b.-① 
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設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅱ)b.-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅱ)b.-①を詳細に記載して

おり，整合している。 
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(ⅲ) 蓄電池 第 10.1－3表 直流電源の主要機器仕様 3 その他の電源装置に係る次の事項   

a. ヌ(2)(ⅲ)a.-①蓄電池（非常用） 

型式 ヌ(2)(ⅲ)a.-②鉛蓄電池 

組数 4 

容量 ヌ(2)(ⅲ)a.-③約 10,000Ah（1 組） 

約 3,000Ah（2組） 

約 2,200Ah（1組） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整合性 
・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅲ)a.-①は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅲ)a.-①を具体的に

記載しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅲ)a.-②は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅲ)a.-②を具体的に

記載しており，整合している。 

・設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅲ)a.-③は，1 組の蓄電池の容量をまとめて記載しているが，

設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅲ)a.-③では，「直流 125V 蓄電池 7A」及び「直流 125V 蓄電池 7A-2」に別々に記

載しており合わせると 10000Ah となることから整合している。 

ヌ(2)(ⅲ)a.-③ 

ヌ(2)(ⅲ)a.-② 
ヌ(2)(ⅲ)a.-① 
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 10.1 非常用電源設備 

10.1.2 重大事故等時 

10.1.2.2 非常用直流電源設備 

10.1.2.2.1 概要 

【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

  

 非常用直流電源設備は，想定される重大事故等時にお

いて，重大事故等対処設備（設計基準拡張）として使用す

る。 

非常用直流電源設備は，全交流動力電源喪失から 12 時

間，蓄電池（非常用）から電力を供給できる設計とする。 

 

10.1.2.2.2 設計方針 

非常用直流電源設備は，「1.1.7 重大事故等対処設備

に関する基本方針」のうち，多様性，位置的分散を除く設

計方針を適用して設計を行う。 

非常用直流電源設備の直流 125V 蓄電池，直流 125V 充

電器（125V,700A 及び 125V,400A のものを 5 個），直流

125V 主母線盤（125V,1600A のものを 4 個），125V 同時

投入防止用切替盤（125V,800A のものを 1個）は，想定

される重大事故等時において，重大事故等対処設備（設

計基準拡張）として使用できる設計とする。 

非常用直流電源設備は，設計基準事故対処設備であると

ともに，重大事故等時においても使用するため，重大事

故等対処設備としての基本方針に示す設計方針を適用

する。ただし，多様性及び独立性並びに位置的分散を考

慮すべき対象の設計基準事故対処設備はないことから，

重大事故等対処設備の基本方針のうち「5.1.2 多様性，

位置的分散等」に示す設計方針は適用しない。 

＜中略＞ 

  

(ⅳ) 代替電源設備 10.2 代替電源設備 

10.2.1 概要 

2. 交流電源設備 

2.2 常設代替交流電源設備 

  

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するため，ヌ(2)(ⅳ)-①必要な電力を確保するた

めに必要な重大事故等対処設備を設置及び保管する。 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力

を確保するための設備として，常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備，号炉間電力融通電気設備，所内蓄

電式直流電源設備（常設代替直流電源設備を含む），可搬

型直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける。 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，使用済燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するため，必要な電力を確保するために必要な重

大事故等対処設備を設置及び保管する。 

＜中略＞ 

10.2.2 設計方針 

代替電源設備のうち，重大事故等の対応に必要な電力

を確保するための設備として，常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備，号炉間電力融通電気設備，所内蓄

電式直流電源設備（常設代替直流電源設備を含む），可搬

型直流電源設備及び代替所内電気設備を設ける。 

設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料貯蔵プール内の

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するためにヌ(2)(ⅳ)-①a 必要な

交流負荷へ電力を供給する重大事故等対処設備として

常設代替交流電源設備を設ける設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)-① a ～ヌ(2)(ⅳ)-① f

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-①と

同義であり，整合している。 

 

 

  2.3 可搬型代替交流電源設備   

  ヌ(2)(ⅳ)-①b 設計基準事故対処設備の交流電源が   
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喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，重大事故等の

対応に必要な発電用原子炉等を冷却するための設備で

ある復水移送ポンプ，プラント監視機能を維持する設備

等に電力を供給する重大事故等対処設備として，可搬型

代替交流電源設備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

  1. 非常用電源設備の電源系統 

1.3 号炉間電力融通系統 

  

  ヌ(2)(ⅳ)-①c 設計基準事故対処設備の交流電源が

喪失（全交流動力電源喪失）した場合の重大事故等対処

設備として，号炉間電力融通電気設備を使用できる設計

とする。 

＜中略＞ 

  

  3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

  

  ヌ(2)(ⅳ)-①d 設計基準事故対処設備の交流電源が

喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，重大事故等の

対応に必要な設備に直流電力を供給する重大事故等対

処設備として，所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直

流電源設備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

  3.2 可搬型直流電源設備   

  ヌ(2)(ⅳ)-①e 設計基準事故対処設備の交流電源及

び直流電源が喪失した場合に，重大事故等の対応に必要

な設備に直流電力を供給する重大事故等対処設備とし

て可搬型直流電源設備を使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

  

  1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 所内電気系統 

＜中略＞ 

  

  ヌ(2)(ⅳ)-①f これとは別に設計基準事故対処設備

の非常用所内電気設備が機能喪失した場合の重大事故

等対処設備として，代替所内電気設備を使用できる設計

とする。 

＜中略＞ 
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  4. 燃料設備 

4.3 その他発電装置の燃料補給設備 

  

また，重大事故等時にヌ(2)(ⅳ)-②重大事故等対処設

備の補機駆動用の軽油を補給するための設備として，燃

料補給設備を設ける。 

また，重大事故等時に重大事故等対処設備の補機駆動

用の軽油を補給するための設備として，燃料補給設備を

設ける。 

重大事故等時にヌ(2)(ⅳ)-②非常用電源設備の燃料

を補給する設備として，軽油タンク，タンクローリ（4kL）

及びホースを使用できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)-②は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

②を具体的に記載しており，

整合している。 

 

a. 代替交流電源設備による給電 

(a）常設代替交流電源設備による給電 

(1) 代替交流電源設備による給電 

a. 常設代替交流電源設備による給電 

2. 交流電源設備 

2.2 常設代替交流電源設備 

  

設計基準事故対処設備のヌ(2)(ⅳ)a.(a)-①交流電源

が喪失（全交流動力電源喪失）した場合の重大事故等対処

設備として，常設代替交流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，第一ガスタービン発電機，第

一ガスタービン発電機用燃料タンク，第一ガスタービン

発電機用燃料移送ポンプ，軽油タンク，タンクローリ

（16kL），電路，計測制御装置等で構成し，第一ガスター

ビン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，

ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-②非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧

母線 D系，又は AM用 MCC へ接続することで電力を供給で

きる設計とする。 

 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，常設代

替交流電源設備を使用する。 

常設代替交流電源設備は，第一ガスタービン発電機，第

一ガスタービン発電機用燃料タンク，第一ガスタービン

発電機用燃料移送ポンプ，軽油タンク，タンクローリ

（16kL），電路，計測制御装置等で構成し，第一ガスター

ビン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，

非常用高圧母線 C系及び非常用高圧母線 D系，又は AM用

MCC へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

 

設計基準事故対処設備のヌ(2)(ⅳ)a.(a)-①電源が喪

失したことにより重大事故等が発生した場合において，

炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，使用済燃料

貯蔵プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中

原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な

交流負荷へ電力を供給する重大事故等対処設備として

常設代替交流電源設備を設ける設計とする。 

常設代替交流電源設備は，第一ガスタービン発電機

（「6,7 号機共用」（以下同じ。）），第一ガスタービン発電

機用燃料タンク（「6,7 号機共用」（以下同じ。）），第一ガ

スタービン発電機用燃料移送ポンプ（「6,7 号機共用」

（以下同じ。）），軽油タンク（「重大事故等時のみ 6,7 号

機共用」，「6号機設備，重大事故等時のみ 6,7 号機共用」

（以下同じ。）），タンクローリ（16kL）（「6,7 号機共用」

（以下同じ。）），電路，計測制御装置等で構成し，設計

基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪

失）した場合に，重大事故等に対処するために第一ガス

タービン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起

動し，代替所内電気設備を介してヌ(2)(ⅳ)a.(a)-②メ

タルクラッド開閉装置 7C 及びメタルクラッド開閉装置

7D，又は AM 用 MCC へ接続することで電力を供給できる

設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(a)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(a)-①と同義であ

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(a)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(a)-②と同義であ

り，整合している。 
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  4. 燃料設備 

4.2 常設代替交流電源設備の燃料補給設備 

  

第一ガスタービン発電機の燃料は，第一ガスタービン

発電機用燃料タンクより第一ガスタービン発電機用燃料

移送ポンプを用いて補給できる設計とする。 

また，第一ガスタービン発電機用燃料タンクの燃料は，

軽油タンクよりタンクローリ（16kL）を用いて補給できる

設計とする。 

 

第一ガスタービン発電機の燃料は，第一ガスタービン

発電機用燃料タンクより第一ガスタービン発電機用燃料

移送ポンプを用いて補給できる設計とする。 

また，第一ガスタービン発電機用燃料タンクの燃料は，

軽油タンクよりタンクローリ（16kL）を用いて補給できる

設計とする。 

第一ガスタービン発電機は，第一ガスタービン発電機

用燃料タンクから第一ガスタービン発電機用燃料移送

ポンプを用いて燃料を補給できる設計とする。 

また，第一ガスタービン発電機用燃料タンクは，軽油

タンクからタンクローリ（16kL）を用いて燃料を補給で

きる設計とする。 

軽油タンクからタンクローリ（16kL）への軽油の補給

は，ホースを用いる設計とする。 

  

  2. 交流電源設備 

2.2 常設代替交流電源設備 

＜中略＞ 

  

常設代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-④非常用交

流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設

計とする。 

 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対し

て，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

＜中略＞ 

常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機，タ

ンクローリ（16kL），第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク及び第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建屋から離れた屋外に設置又は保管することで，

ヌ(2)(ⅳ)a.(a)-④原子炉建屋内の非常用ディーゼル発

電機及び燃料ディタンク並びに原子炉建屋近傍の燃料

移送ポンプと共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，第一ガスタービン発電機か

ら非常用高圧母線までの系統において，独立した電路で

系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機から

非常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設

計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性

によって，常設代替交流電源設備は非常用ディーゼル発

電設備に対して独立性を有する設計とする。 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(a)-④は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(a)-④を具体的に

記載しており，整合している。 

 

 

(b）可搬型代替交流電源設備による給電 b. 可搬型代替交流電源設備による給電 2.3 可搬型代替交流電源設備   

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，可搬型

代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車，軽油タンク，タン

クローリ（4kL），電路，計測制御装置等で構成し，電源車

をヌ(2)(ⅳ)a.(b)-①非常用高圧母線 C 系及び非常用高

圧母線 D系，又は AM 用 MCC へ接続することで電力を供給

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，可搬型

代替交流電源設備を使用する。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車，軽油タンク，タン

クローリ（4kL），電路，計測制御装置等で構成し，電源車

を非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系，又は AM

用 MCC へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な発電

用原子炉等を冷却するための設備である復水移送ポン

プ，プラント監視機能を維持する設備等に電力を供給す

る重大事故等対処設備として，可搬型代替交流電源設備

を使用できる設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車（「6,7 号機共用」

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(b）-①は，設置変更許
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できる設計とする。 

 

（以下同じ。）），軽油タンク，タンクローリ（4kL）（「6,7

号機共用」（以下同じ。）），電路，計測制御装置等で構成

し，電源車を，非常用所内電気設備又は代替所内電気設

備を経由してヌ(2)(ⅳ)a.(b)-①メタルクラッド開閉装

置 7C 及びメタルクラッド開閉装置 7D，若しくは AM 用

MCC へ接続し，又は直接，熱交換器ユニットへ接続する

ことで電力を供給できる設計とする。 

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(b)-①と同義であ

り，整合している。 

 

  4. 燃料設備 

4.3 その他発電装置の燃料補給設備 

＜中略＞ 

  

電源車ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-③の燃料は，軽油タンクよりタ

ンクローリ（4kL）を用いて補給できる設計とする。 

 

電源車の燃料は，軽油タンクよりタンクローリ（4kL）

を用いて補給できる設計とする。 

電源車，モニタリングポスト用発電機及び 5号機原子

炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，軽油タンク

ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-③からタンクローリ（4kL）を用いて燃

料を補給できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(b)-③は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(b)-③と同義であ

り，整合している。 

 

  2. 交流電源設備 

2.3 可搬型代替交流電源設備 

＜中略＞ 

  

可搬型代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-④非常用

交流電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る

設計とする。 

 

 可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備に対

して，独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

＜中略＞ 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリ

（4kL）は，屋外の原子炉建屋から離れた場所に保管す

ることで，ヌ(2)(ⅳ)a.(b)-④原子炉建屋内の非常用デ

ィーゼル発電機及び燃料ディタンク並びに原子炉建屋

近傍の燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。また，

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリ

（4kL）は，屋外のタービン建屋近傍の第一ガスタービ

ン発電機，第一ガスタービン発電機用燃料タンク及び第

一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプから離れた場

所に保管することで，共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車から非常用高圧母

線までの系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧母線

までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性

によって，可搬型代替交流電源設備は非常用ディーゼル

発電設備に対して独立性を有する設計とする。 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(b)-④は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(b)-④を具体的に

記載しており，整合している。 
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＜中略＞ 

(c）号炉間電力融通電気設備による給電 c. 号炉間電力融通電気設備による給電 1. 非常用電源設備の電源系統 

1.3 号炉間電力融通系統 

  

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，号炉間

電力融通電気設備を使用する。 

号炉間電力融通電気設備は，号炉間電力融通ケーブル

（常設），号炉間電力融通ケーブル（可搬型），ヌ(2)(ⅳ)a. 

(c)-①計測制御装置等で構成し，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設）をあらかじめ敷設し，6号及び 7号炉の緊急用

電源切替箱断路器に手動で接続することで，ヌ(2)(ⅳ)a. 

(c)-②他号炉の電源設備からヌ(2)(ⅳ)a.(c)-③非常用

高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系に電力を供給でき

る設計とする。また，号炉間電力融通ケーブル（常設）が

使用できない場合に，予備ケーブルとして号炉間電力融

通ケーブル（可搬型）を 6 号及び 7 号炉の緊急用電源切

替箱断路器に手動で接続することで，ヌ(2)(ⅳ)a.(c)-②

他号炉の電源設備からヌ(2)(ⅳ)a.(c)-③非常用高圧母

線 C 系及び非常用高圧母線 D 系に電力を供給できる設計

とする。 

 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，号炉間

電力融通電気設備を使用する。 

号炉間電力融通電気設備は，号炉間電力融通ケーブル

（常設），号炉間電力融通ケーブル（可搬型），計測制御装

置等で構成し，号炉間電力融通ケーブル（常設）をあらか

じめ敷設し，6 号及び 7 号炉の緊急用電源切替箱断路器

に手動で接続することで，他号炉の電源設備から非常用

高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系に電力を供給でき

る設計とする。また，号炉間電力融通ケーブル（常設）が

使用できない場合に，予備ケーブルとして号炉間電力融

通ケーブル（可搬型）を 6 号及び 7 号炉の緊急用電源切

替箱断路器に手動で接続することで，他号炉の電源設備

から非常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系に電力

を供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，号炉

間電力融通電気設備を使用できる設計とする。 

号炉間電力融通電気設備は，号炉間電力融通ケーブル

（常設）（「6,7 号機共用」，「6,7 号機共用，6 号機に設

置」（以下同じ。））（6900V，258.3A のものを 3本），号炉

間電力融通ケーブル（可搬型）（「6,7 号機共用，7 号機

に保管」（以下同じ。））（6900V，258.3A のものを 3本），

ヌ(2)(ⅳ)a.(c)-①計測制御装置で構成し，号炉間電力

融通ケーブル（常設）をあらかじめ敷設し，6号機及び

7 号機の緊急用電源切替箱断路器に手動で接続するこ

とで，ヌ(2)(ⅳ)a.(c)-②6 号機の電源設備からヌ

(2)(ⅳ)a.(c)-③メタルクラッド開閉装置 7C 及びメタ

ルクラッド開閉装置 7D に電力を融通できる設計とす

る。また，号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用でき

ない場合に，予備ケーブルとして号炉間電力融通ケーブ

ル（可搬型）を 6号機及び 7号機の緊急用電源切替箱断

路器に手動で接続することで，ヌ(2)(ⅳ)a.-②6 号機の

電源設備からヌ(2)(ⅳ)a.(c)-③メタルクラッド開閉装

置 7C 及びメタルクラッド開閉装置 7D に電力を融通で

きる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(c)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(c)-①を詳細設計

した結果であり，整合してい

る。 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(c)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(c)-②と同義であ

り，整合している。 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)a.(c)-③は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)a.(c)-③と同義であ

り，整合している。 

 

b. 代替直流電源設備による給電 

(a）所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備

による給電 

(2) 代替直流電源設備による給電 

a. 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備

による給電 

3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

  

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，所内蓄

電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を使用す

る。 

 

所内蓄電式直流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-①直流

125V 蓄電池 A，直流 125V 蓄電池 A-2，AM 用直流 125V 蓄

電池，直流 125V 充電器 A，直流 125V 充電器 A-2，AM 用直

流 125V 充電器，電路，計測制御装置等で構成し，全交流

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合の重大事故等対処設備として，所内蓄

電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を使用す

る。 

 

所内蓄電式直流電源設備は，直流 125V 蓄電池 A，直流

125V 蓄電池 A-2，AM 用直流 125V 蓄電池，直流 125V 充電

器 A，直流 125V 充電器 A-2，AM 用直流 125V 充電器，電

路，計測制御装置等で構成し，全交流動力電源喪失から 8

設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力

電源喪失）した場合に，重大事故等の対応に必要な設備

に直流電力を供給する重大事故等対処設備として，所内

蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を使用

できる設計とする。 

所内蓄電式直流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-①直流

125V 蓄電池 7A，直流 125V 蓄電池 7A-2，AM 用直流 125V

蓄電池，直流 125V 充電器 7A，直流 125V 充電器 7A-2，

AM 用直流 125V 充電器，直流 125V 主母線盤 7A，125V 同

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)b.(a)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)b.(a)-①を具体的に
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動力電源喪失から 8 時間後に，不要な負荷の切り離しを

行い，全交流動力電源喪失から 24 時間にわたり，直流

125V 蓄電池 A，直流 125V 蓄電池 A-2 及び AM用直流 125V

蓄電池から電力を供給できる設計とする。また，交流電源

復旧後に，交流電源を直流 125V 充電器 A,直流 125V 充電

器 A-2 又は AM 用直流 125V 充電器を経由し直流母線へ接

続することで電力を供給できる設計とする。 

時間後に，不要な負荷の切り離しを行い，全交流動力電源

喪失から 24 時間にわたり，直流 125V 蓄電池 A，直流 125V

蓄電池 A-2 及び AM 用直流 125V 蓄電池から電力を供給で

きる設計とする。また，交流電源復旧後に，交流電源を直

流125V充電器A,直流125V充電器A-2又はAM用直流125V

充電器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給で

きる設計とする。 

時投入防止用切替盤，直流 125V HPAC MCC（125V,600A

のものを 1 個），電路，計測制御装置等で構成し，直流

125V 蓄電池 7A，直流 125V 蓄電池 7A-2 及び AM 用直流

125V 蓄電池は，直流母線へ電力を供給できる設計とす

る。 

所内蓄電式直流電源設備の直流 125V 蓄電池 7A，直流

125V 蓄電池 7A-2 及び AM用直流 125V 蓄電池は，全交流

動力電源喪失から 8 時間後に不要な負荷の切り離しを

行うことで，全交流動力電源喪失から 24時間にわたり，

直流 125V 蓄電池 7A，直流 125V 蓄電池 7A-2 及び AM 用

直流 125V 蓄電池から電力を供給できる設計とする。 

また，交流電源復旧後に，交流電源を直流 125V 充電

器 7A，直流 125V 充電器 7A-2 又は AM 用直流 125V 充電

器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給でき

る設計とする。 

記載しており，整合している。 

 

 

常設代替直流電源設備は，AM 用直流 125V 蓄電池，AM用

直流 125V 充電器，電路，計測制御装置ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-

②等で構成し，全交流動力電源喪失から 24 時間にわた

り，AM 用直流 125V 蓄電池から電力を供給できる設計とす

る。また，交流電源復旧後に，交流電源を AM 用直流 125V

充電器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給で

きる設計とする。 

常設代替直流電源設備は，AM 用直流 125V 蓄電池，AM用

直流 125V 充電器，電路，計測制御装置等で構成し，全交

流動力電源喪失から 24 時間にわたり，AM 用直流 125V 蓄

電池から電力を供給できる設計とする。また，交流電源復

旧後に，交流電源を AM 用直流 125V 充電器を経由し直流

母線へ接続することで電力を供給できる設計とする。 

＜中略＞ 

常設代替直流電源設備は，AM 用直流 125V 蓄電池，AM

用直流 125V 充電器，ヌ(2)(ⅳ)b.(a)-②直流 125V HPAC 

MCC，電路，計測制御装置等で構成し，全交流動力電源

喪失から 24 時間にわたり，AM 用直流 125V 蓄電池から

直流母線へ接続することで電力を供給できる設計とす

る。また，交流電源復旧後に，交流電源を AM用直流 125V

充電器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給

できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)b.(a)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)b.(a)-②を具体的に

記載しており，整合している。 

 

 

 

(b）可搬型直流電源設備による給電 b. 可搬型直流電源設備による給電 3.2 可搬型直流電源設備   

 設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，可搬型直流電源

設備を使用する。 

可搬型直流電源設備は，電源車，AM 用直流 125V 充電

器，軽油タンク，タンクローリ（4kL），電路，計測制御装

置ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-①等で構成し，電源車を代替所内電気

設備及び AM 用直流 125V 充電器を経由し直流母線へ接続

することで電力を供給できる設計とする。 

 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪失

した場合の重大事故等対処設備として，可搬型直流電源

設備を使用する。 

可搬型直流電源設備は，電源車，AM 用直流 125V 充電

器，軽油タンク，タンクローリ（4kL），電路，計測制御装

置等で構成し，電源車を代替所内電気設備及び AM用直流

125V 充電器を経由し直流母線へ接続することで電力を供

給できる設計とする。 

設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源が喪

失した場合に，重大事故等の対応に必要な設備に直流電

力を供給する重大事故等対処設備として可搬型直流電

源設備を使用できる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，電源車，AM用直流 125V 充電

器，ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-①直流 125V HPAC MCC，軽油タン

ク，タンクローリ（4kL），電路，計測制御装置等で構成

し，電源車を代替所内電気設備及び AM 用直流 125V 充電

器を経由し直流母線へ接続することで電力を供給でき

る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)b.(b)-①は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)b.(b)-①を具体的に

記載しており，整合している。 
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  4. 燃料設備 

4.3 その他発電装置の燃料補給設備 

＜中略＞ 

  

電源車ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-②の燃料は，軽油タンクよりタ

ンクローリ（4kL）を用いて補給できる設計とする。 

 

電源車の燃料は，軽油タンクよりタンクローリ（4kL）

を用いて補給できる設計とする。 

電源車，モニタリングポスト用発電機及び 5号機原子

炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，軽油タンク

ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-②からタンクローリ（4kL）を用いて燃

料を補給できる設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)b.(b)-②は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)b.(b)-②と同義であ

り，整合している。 

 

  3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.2 可搬型直流電源設備 

＜中略＞ 

  

可搬型直流電源設備は，電源車の運転を継続すること

で，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪

失から24時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うこ

とができる設計とする。 

 

可搬型直流電源設備は，電源車の運転を継続すること

で，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪

失から24時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行うこ

とができる設計とする。 

可搬型直流電源設備は，電源車の運転を継続すること

で，設計基準事故対処設備の交流電源及び直流電源の喪

失から 24 時間にわたり必要な負荷に電力の供給を行う

ことができる設計とする。 

＜中略＞ 

  

可搬型直流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-③非常用直流

電源設備に対して，独立性を有し，位置的分散を図る設計

とする。 

 

 可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備に対して，

独立性を有し，位置的分散を図る設計とする。 

＜中略＞ 

可搬型直流電源設備の電源車，AM用直流 125V 充電器

及びタンクローリ（4kL）は，屋外の原子炉建屋から離

れた場所及び原子炉建屋内に設置又は保管することで，

ヌ(2)(ⅳ)b.(b)-③原子炉建屋内の非常用ディーゼル発

電機及び燃料ディタンク，原子炉建屋近傍の燃料移送ポ

ンプ並びにコントロール建屋内の充電器と共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

可搬型直流電源設備は，電源車から直流母線までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，

非常用ディーゼル発電機から直流母線までの系統に対

して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性

によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

＜中略＞ 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)b.(b)-③は，設置変更許

可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)b.(b)-③を具体的に

記載しており，整合している。 

 

c. 代替所内電気設備による給電 (3) 代替所内電気設備による給電 1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 所内電気系統 

  

  非常用所内電気設備は，3系統の非常用母線等（メタ

ルクラッド開閉装置（6900V,1200A のものを 3 個），パ

ワーセンタ（480V,4000A 及び 480V,3000A のものを 6
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個），モータコントロールセンタ（480V,400A，480V,600A

及び 480V,800A のものを 18 個），動力変圧器

（3330kVA,6900/480V及び2000kVA,6900/480Vのものを

6個））により構成することにより，共通要因で機能を失

うことなく，少なくとも 1系統は電力供給機能の維持及

び人の接近性の確保を図る設計とする。 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪

失した場合の重大事故等対処設備として，代替所内電気

設備を使用する。 

代替所内電気設備は，緊急用断路器，緊急用電源切替箱

断路器，緊急用電源切替箱接続装置，AM 用動力変圧器，

AM 用 MCC，AM 用切替盤，AM 用操作盤，ヌ(2)(ⅳ)c.-①非

常用高圧母線 C 系及び非常用高圧母線 D 系，計測制御装

置ヌ(2)(ⅳ)c.-②等で構成し，常設代替交流電源設備又

は可搬型代替交流電源設備の電路として使用し電力を供

給できる設計とする。 

代替所内電気設備は，共通要因でヌ(2)(ⅳ)c.-③設計

基準事故対処設備である非常用所内電気設備と同時に機

能をヌ(2)(ⅳ)c.-④喪失しない設計とする。 

また，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備は，少

なくとも 1 系統は機能の維持及び人の接近性を図る設計

とする。 

 

 

 

 

設計基準事故対処設備の非常用所内電気設備が機能喪

失した場合の重大事故等対処設備として，代替所内電気

設備を使用する。 

代替所内電気設備は，緊急用断路器，緊急用電源切替箱

断路器，緊急用電源切替箱接続装置，AM 用動力変圧器，

AM 用 MCC，AM 用切替盤，AM 用操作盤，非常用高圧母線 C

系及び非常用高圧母線 D 系，計測制御装置等で構成し，

常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備の電

路として使用し電力を供給できる設計とする。 

 

代替所内電気設備は，共通要因で設計基準事故対処設

備である非常用所内電気設備と同時に機能を喪失しない

設計とする。 

また，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備は，少

なくとも 1 系統は機能の維持及び人の接近性を図る設計

とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

これとは別に，設計基準事故対処設備の非常用所内電

気設備が機能喪失した場合の重大事故等対処設備とし

て，代替所内電気設備を使用できる設計とする。 

代替所内電気設備は，緊急用断路器（「6,7 号機共用」

（以下同じ。））（6900V,600A のものを 2 個），緊急用電

源切替箱断路器（6900V,600A のものを 1個），緊急用電

源切替箱接続装置（6900V，1200A のものを 2個），AM 用

動力変圧器（800kVA，6900/480V のものを 1 個），AM 用

MCC（480V,400A 及び 480V,800A のものを 4個），AM用切

替盤（480V,50A のものを 2 個），AM 用操作盤，ヌ

(2)(ⅳ)c.-①メタルクラッド開閉装置 7C 及びメタルク

ラッド開閉装置 7D，ヌ(2)(ⅳ)c.-②電路，計測制御装

置で構成し，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電

源設備又は可搬型直流電源設備の電路として使用し電

力を供給できる設計とする。 

また，代替所内電気設備及び非常用所内電気設備は，

少なくとも 1 系統は機能の維持及び人の接近性の確保

を図る設計とする。 

代替所内電気設備の緊急用断路器，緊急用電源切替箱

断路器，緊急用電源切替箱接続装置，AM用動力変圧器，

AM 用 MCC 及び AM 用操作盤は，ヌ(2)(ⅳ)c.-③非常用所

内電気設備と異なる区画に設置することで，共通要因ヌ

(2)(ⅳ)c.-④によって同時に機能を損なわないように

位置的分散を図る設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)c.-①は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)c.-①と同義であり，整合

している。 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)c.-②は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)c.-②を具体的に記載し

ており，整合している。 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)c.-③は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)c.-③と同義であり，整合

している。 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)c.-④は，設置変更許可申

請書（本文（五号））のヌ(2) 

(ⅳ)c.-④を具体的に記載し

ており，整合している。 
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d. 燃料補給設備による給油 (4) 燃料補給設備による給油 4. 燃料設備 

4.3 その他発電装置の燃料補給設備 

  

重大事故等時にヌ(2)(ⅳ)d.-①補機駆動用の軽油を補

給する設備として，軽油タンク，タンクローリ（4kL）及

びホースを使用する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），大容量送水車（熱交換器ユニット用），大容

量送水車（原子炉建屋放水設備用），大容量送水車（海水

取水用），モニタリング・ポスト用発電機及び 5号炉原子

炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，軽油タンク

からタンクローリ（4kL）を用いて燃料を補給できる設計

とする。 

重大事故等時に補機駆動用の軽油を補給する設備とし

て，軽油タンク，タンクローリ（4kL）及びホースを使用

する。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），大容量送水車（熱交換器ユニット用），大容

量送水車（原子炉建屋放水設備用），大容量送水車（海水

取水用），モニタリング・ポスト用発電機及び 5号炉原子

炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，軽油タンク

からタンクローリ（4kL）を用いて燃料を補給できる設計

とする。 

重大事故等時にヌ(2)(ⅳ)d.-①a 非常用電源設備の

燃料を貯蔵及び補給する設備として，軽油タンク，タン

クローリ（4kL）及びホースを使用できる設計とする。 

電源車，モニタリングポスト用発電機及び 5号機原子

炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，軽油タンク

からタンクローリ（4kL）を用いて燃料を補給できる設

計とする。 

＜中略＞ 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)d.-①a 及びヌ(2)(ⅳ)d. 

-①b は，設置変更許可申請書

（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ) 

d.-①を具体的に記載してお

り，整合している。 

 

  【補機駆動用燃料設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備 

＜中略＞ 

  

  軽油タンク（「重大事故等時のみ 6,7 号機共用」，「6号

機設備，重大事故等時のみ 6,7 号機共用」（以下同じ。））

は，ヌ(2)(ⅳ)d.-①b 可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），大容量送水車（熱交換

器ユニット用），大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

及び大容量送水車（海水取水用）の燃料を貯蔵できる設

計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），大容量送水車（熱交換器ユニット用），大

容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び大容量送水車

（海水取水用）は，軽油タンクからタンクローリ（4kL）

（6,7 号機共用）及びホースを用いて燃料を補給できる

設計とする。 
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  【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 燃料設備 

4.3 その他発電装置の燃料補給設備 

＜中略＞ 

  

軽油タンクからタンクローリ（4kL）への軽油の補給は，

ホースを用いる設計とする。 

軽油タンクからタンクローリ（4kL）への軽油の補給は，

ホースを用いる設計とする。 

＜中略＞ 

軽油タンクからタンクローリ（4kL）への軽油の補給

は，ホースを用いる設計とする。 

＜中略＞ 

  

 10.2.2.1 多様性及び独立性，位置的分散 

＜中略＞ 

2. 交流電源設備 

2.2 常設代替交流電源設備 

＜中略＞ 

  

 常設代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)-③非常用交流電

源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，第一ガスタービン発電機をガスタービンにより駆動

することで，ディーゼルエンジンにより駆動する非常用

ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対して

多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機，タ

ンクローリ（16kL），第一ガスタービン発電機用燃料タン

ク及び第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，原

子炉建屋から離れた屋外に設置又は保管することで，原

子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機並びに燃料ディタ

ンク及び原子炉建屋近傍の燃料移送ポンプと共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

常設代替交流電源設備は，第一ガスタービン発電機か

ら非常用高圧母線までの系統において，独立した電路で

系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機から

非常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設

計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，第一ガスタ

ービン発電機をガスタービンにより駆動することで，デ

ィーゼルエンジンにより駆動する非常用ディーゼル発電

機を用いる非常用交流電源設備に対して多様性を有する

設計とする。 

常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機，タ

ンクローリ（16kL），第一ガスタービン発電機用燃料タン

ク及び第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，原

子炉建屋から離れた屋外に設置又は保管することで，原

子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機並びに燃料ディタ

ンク及び原子炉建屋近傍の燃料移送ポンプと共通要因に

よって同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る

設計とする。 

常設代替交流電源設備は，第一ガスタービン発電機か

ら非常用高圧母線までの系統において，独立した電路で

系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機から

非常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設

計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，常設代替交流電源設備は非常用交流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)-③非常用ディー

ゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，第一ガスタービン発電機をガスタービンによ

り駆動することで，ディーゼルエンジンにより駆動する

非常用ディーゼル発電機を用いる非常用ディーゼル発

電設備に対して多様性を有する設計とする。 

常設代替交流電源設備の第一ガスタービン発電機，タ

ンクローリ（16kL），第一ガスタービン発電機用燃料タ

ンク及び第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，

原子炉建屋から離れた屋外に設置又は保管することで，

原子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機及び燃料ディ

タンク並びに原子炉建屋近傍の燃料移送ポンプと共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。 

常設代替交流電源設備は，第一ガスタービン発電機か

ら非常用高圧母線までの系統において，独立した電路で

系統構成することにより，非常用ディーゼル発電機から

非常用高圧母線までの系統に対して，独立性を有する設

計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性

によって，常設代替交流電源設備は非常用ディーゼル発

電設備に対して独立性を有する設計とする。 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)-③は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

③と同義であり，整合してい

る。 

 

 

  2.3 可搬型代替交流電源設備 

＜中略＞ 

  

可搬型代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)-④非常用交流 可搬型代替交流電源設備は，非常用交流電源設備と共 可搬型代替交流電源設備は，ヌ(2)(ⅳ)-④非常用ディ 設計及び工事の計画のヌ(2)  
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電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う，電源車の冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水

冷である非常用ディーゼル発電機を用いる非常用交流電

源設備に対して多様性を有する設計とする。また，可搬型

代替交流電源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因

によって同時に機能を損なわないよう，電源車をディー

ゼルエンジンにより駆動することで，ガスタービンによ

り駆動する第一ガスタービン発電機を用いる常設代替交

流電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリ

（4kL）は，屋外の原子炉建屋から離れた場所に保管する

ことで，原子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機並びに

燃料ディタンク及び原子炉建屋近傍の燃料移送ポンプと

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の

電源車及びタンクローリ（4kL）は，屋外のタービン建屋

近傍の第一ガスタービン発電機，第一ガスタービン発電

機用燃料タンク及び第一ガスタービン発電機用燃料移送

ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設

計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車から非常用高圧母

線までの系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧母線

までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備

に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の電源車の接続箇所は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，位

置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

通要因によって同時に機能を損なわないよう，電源車の

冷却方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷である非

常用ディーゼル発電機を用いる非常用交流電源設備に対

して多様性を有する設計とする。また，可搬型代替交流電

源設備は，常設代替交流電源設備と共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，電源車をディーゼルエンジ

ンにより駆動することで，ガスタービンにより駆動する

第一ガスタービン発電機を用いる常設代替交流電源設備

に対して多様性を有する設計とする。 

 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリ

（4kL）は，屋外の原子炉建屋から離れた場所に保管する

ことで，原子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機並びに

燃料ディタンク及び原子炉建屋近傍の燃料移送ポンプと

共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的

分散を図る設計とする。また，可搬型代替交流電源設備の

電源車及びタンクローリ（4kL）は，屋外のタービン建屋

近傍の第一ガスタービン発電機，第一ガスタービン発電

機用燃料タンク及び第一ガスタービン発電機用燃料移送

ポンプから離れた場所に保管することで，共通要因によ

って同時に機能を損なわないよう，位置的分散を図る設

計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車から非常用高圧母

線までの系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧母線

までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型代替交流電源設備は非常用交流電源設備

に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の電源車の接続箇所は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，位

置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

ーゼル発電設備と共通要因によって同時に機能を損な

わないよう，電源車の冷却方式を空冷とすることで，冷

却方式が水冷である非常用ディーゼル発電機を用いる

非常用ディーゼル発電設備に対して多様性を有する設

計とする。また，可搬型代替交流電源設備は，常設代替

交流電源設備と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，電源車をディーゼルエンジンにより駆動する

ことで，ガスタービンにより駆動する第一ガスタービン

発電機を用いる常設代替交流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の電源車及びタンクローリ

（4kL）は，屋外の原子炉建屋から離れた場所に保管す

ることで，原子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機及び

燃料ディタンク並びに原子炉建屋近傍の燃料移送ポン

プと共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位

置的分散を図る設計とする。また，可搬型代替交流電源

設備の電源車及びタンクローリ（4kL）は，屋外のター

ビン建屋近傍の第一ガスタービン発電機，第一ガスター

ビン発電機用燃料タンク及び第一ガスタービン発電機

用燃料移送ポンプから離れた場所に保管することで，共

通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分

散を図る設計とする。 

可搬型代替交流電源設備は，電源車から非常用高圧母

線までの系統において，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用ディーゼル発電機から非常用高圧母線

までの系統に対して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性

によって，可搬型代替交流電源設備は非常用ディーゼル

発電設備に対して独立性を有する設計とする。 

可搬型代替交流電源設備の電源車の接続箇所は，共通

要因によって接続できなくなることを防止するため，位

置的分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

(ⅳ)-④は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

④と同義であり，整合してい

る。 

 

  1. 非常用電源設備の電源系統 

1.3 号炉間電力融通系統 

＜中略＞ 

  

号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル

（常設）は，コントロール建屋内に設置することで，原子

号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル

（常設）は，コントロール建屋内に設置することで，原子

号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル

（常設）は，コントロール建屋内に設置することで，原
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炉建屋内の非常用ディーゼル発電機と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

 

号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）は，原子炉建屋及びコントロール建屋から離れ

た屋外に保管することで，原子炉建屋内の非常用ディー

ゼル発電機及びコントロール建屋内の号炉間電力融通ケ

ーブル（常設）と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

炉建屋内の非常用ディーゼル発電機と共通要因によって

同時に機能を損なわないよう位置的分散を図る設計とす

る。 

 

号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）は，原子炉建屋及びコントロール建屋から離れ

た屋外に保管することで，原子炉建屋内の非常用ディー

ゼル発電機及びコントロール建屋内の号炉間電力融通ケ

ーブル（常設）と共通要因によって同時に機能を損なわな

いよう，位置的分散を図る設計とする。 

子炉建屋内の非常用ディーゼル発電設備のディーゼル

機関及び発電機（以下，「非常用ディーゼル発電機」と

いう。）と共通要因によって同時に機能を損なわないよ

う位置的分散を図る設計とする。 

号炉間電力融通電気設備の号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）は，原子炉建屋及びコントロール建屋から離

れた屋外に保管することで，原子炉建屋内の非常用ディ

ーゼル発電機及びコントロール建屋内の号炉間電力融

通ケーブル（常設）と共通要因によって同時に機能を損

なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

  3. 直流電源設備及び計測制御用電源設備 

3.1 常設直流電源設備 

＜中略＞ 

  

所内蓄電式直流電源設備は，コントロール建屋内の非

常用直流電源設備 4 系統のうち 3 系統と異なる区画及び

原子炉建屋内に設置することで，非常用直流電源設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。 

所内蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直

流母線までの系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用直流電源設備 4 系統のうち 3 系統

の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，

独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内

蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 4 系統のうち

3系統に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，原子炉建屋内に設置するこ

とで，コントロール建屋内の非常用直流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流

母線までの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用直流電源設備の電池及び充電器から

直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計とす

る。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設

代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性

所内蓄電式直流電源設備は，コントロール建屋内の非

常用直流電源設備 4 系統のうち 3 系統と異なる区画及び

原子炉建屋内に設置することで，非常用直流電源設備と

共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分

散を図る設計とする。 

所内蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直

流母線までの系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用直流電源設備 4 系統のうち 3 系統

の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，

独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内

蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 4 系統のうち

3系統に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，原子炉建屋内に設置するこ

とで，コントロール建屋内の非常用直流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流

母線までの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用直流電源設備の蓄電池及び充電器か

ら直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計と

する。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設

代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立性

所内蓄電式直流電源設備は，コントロール建屋内の非

常用直流電源設備 4 系統のうち 3 系統と異なる区画及

び原子炉建屋内に設置することで，非常用直流電源設備

と共通要因によって同時に機能を損なわないよう，位置

的分散を図る設計とする。 

所内蓄電式直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直

流母線までの系統において，独立した電路で系統構成す

ることにより，非常用直流電源設備 4系統のうち 3系統

の蓄電池及び充電器から直流母線までの系統に対して，

独立性を有する設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，所内

蓄電式直流電源設備は非常用直流電源設備 4 系統のう

ち 3系統に対して独立性を有する設計とする。 

常設代替直流電源設備は，原子炉建屋内に設置するこ

とで，コントロール建屋内の非常用直流電源設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。 

常設代替直流電源設備は，蓄電池及び充電器から直流

母線までの系統において，独立した電路で系統構成する

ことにより，非常用直流電源設備の蓄電池及び充電器か

ら直流母線までの系統に対して，独立性を有する設計と

する。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，常設

代替直流電源設備は非常用直流電源設備に対して独立
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を有する設計とする。 を有する設計とする。 性を有する設計とする。 

  3.2 可搬型直流電源設備 

＜中略＞ 

  

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，電源車の冷却

方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷である非常用

ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対

して多様性を有する設計とする。また，AM用直流 125V 充

電器により交流電力を直流に変換できることで，ヌ

(2)(ⅳ)-⑤蓄電池（非常用）を用いる非常用直流電源設

備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の電源車，AM用直流 125V 充電器及

びタンクローリ（4kL）は，屋外の原子炉建屋から離れた

場所及び原子炉建屋内に設置又は保管することで，原子

炉建屋内の非常用ディーゼル発電機並びに燃料ディタン

ク，原子炉建屋近傍の燃料移送ポンプ及びコントロール

建屋内の充電器と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，位置的分散を図る設計とする。 

 

可搬型直流電源設備は，電源車から直流母線までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用ディーゼル発電機から直流母線までの系統に対し

て，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対

して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の電源車の接続箇所は，共通要因

によって接続できなくなることを防止するため，位置的

分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，電源車の冷却

方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷である非常用

ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に対

して多様性を有する設計とする。また，AM用直流 125V 充

電器により交流電力を直流に変換できることで，蓄電池

（非常用）を用いる非常用直流電源設備に対して多様性

を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の電源車，AM用直流 125V 充電器及

びタンクローリ（4kL）は，屋外の原子炉建屋から離れた

場所及び原子炉建屋内に設置又は保管することで，原子

炉建屋内の非常用ディーゼル発電機並びに燃料ディタン

ク，原子炉建屋近傍の燃料移送ポンプ及びコントロール

建屋内の充電器と共通要因によって同時に機能を損なわ

ないよう，位置的分散を図る設計とする。 

 

可搬型直流電源設備は，電源車から直流母線までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，非

常用ディーゼル発電機から直流母線までの系統に対し

て，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性に

よって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に対

して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の電源車の接続箇所は，共通要因

によって接続できなくなることを防止するため，位置的

分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

可搬型直流電源設備は，非常用直流電源設備と共通要

因によって同時に機能を損なわないよう，電源車の冷却

方式を空冷とすることで，冷却方式が水冷である非常用

ディーゼル発電機から給電する非常用直流電源設備に

対して多様性を有する設計とする。また，AM用直流 125V

充電器により交流電力を直流に変換できることで，ヌ

(2)(ⅳ)-⑤直流 125V 蓄電池を用いる非常用直流電源設

備に対して多様性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の電源車，AM用直流 125V 充電器

及びタンクローリ（4kL）は，屋外の原子炉建屋から離

れた場所及び原子炉建屋内に設置又は保管することで，

原子炉建屋内の非常用ディーゼル発電機及び燃料ディ

タンク，原子炉建屋近傍の燃料移送ポンプ並びにコント

ロール建屋内の充電器と共通要因によって同時に機能

を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

可搬型直流電源設備は，電源車から直流母線までの系

統において，独立した電路で系統構成することにより，

非常用ディーゼル発電機から直流母線までの系統に対

して，独立性を有する設計とする。 

これらの多様性及び位置的分散並びに電路の独立性

によって，可搬型直流電源設備は非常用直流電源設備に

対して独立性を有する設計とする。 

可搬型直流電源設備の電源車の接続箇所は，共通要因

によって接続できなくなることを防止するため，位置的

分散を図った複数箇所に設置する設計とする。 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)-⑤は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑤と同義であり，整合してい

る。 

 

 

  1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 所内電気系統 

＜中略＞ 

  

代替所内電気設備の緊急用断路器，緊急用電源切替箱

断路器，緊急用電源切替箱接続装置，AM 用動力変圧器，

AM 用 MCC 及び AM 用操作盤は，非常用所内電気設備と異

なる区画に設置することで，非常用所内電気設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

代替所内電気設備の緊急用断路器，緊急用電源切替箱

断路器，緊急用電源切替箱接続装置，AM 用動力変圧器，

AM 用 MCC 及び AM 用操作盤は，非常用所内電気設備と異

なる区画に設置することで，非常用所内電気設備と共通

要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

代替所内電気設備の緊急用断路器，緊急用電源切替箱

断路器，緊急用電源切替箱接続装置，AM用動力変圧器，

AM 用 MCC 及び AM 用操作盤は，非常用所内電気設備と異

なる区画に設置することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないように位置的分散を図る設計とする。 
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図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する

設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替

所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有

する設計とする。 

 

図る設計とする。 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有する

設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替

所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を有

する設計とする。 

 

 

代替所内電気設備は，独立した電路で系統構成するこ

とにより，非常用所内電気設備に対して，独立性を有す

る設計とする。 

これらの位置的分散及び電路の独立性によって，代替

所内電気設備は非常用所内電気設備に対して独立性を

有する設計とする。 

重大事故等対処施設の動力回路に使用するケーブル

は，負荷の容量に応じたケーブルを使用し，非常用電源

系統へ接続するか，非常用電源系統と独立した代替所内

電気系統へ接続する設計とする。 

  4. 燃料設備 

4.3 その他発電装置の燃料補給設備 

＜中略＞ 

  

燃料補給設備のタンクローリ（4kL）は，原子炉建屋近

傍の燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管する

ことで，燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

軽油タンクは，屋外に分散して設置することで，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリ（4kL）は，原子炉建屋近

傍の燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管する

ことで，燃料移送ポンプと共通要因によって同時に機能

を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

軽油タンクは，屋外に分散して設置することで，共通要

因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を図

る設計とする。 

燃料補給設備のタンクローリ（4kL）は，原子炉建屋

近傍の燃料移送ポンプから離れた屋外に分散して保管

することで，燃料移送ポンプと共通要因によって同時に

機能を損なわないよう，位置的分散を図る設計とする。 

軽油タンクは，屋外に分散して設置することで，共通

要因によって同時に機能を損なわないよう，位置的分散

を図る設計とする。 
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［常設重大事故等対処設備］ 第 10.2－1表 代替電源設備の主要機器仕様 

(1) 常設代替交流電源設備 

【非常用電源設備】 

（要目表） 

2 非常用発電装置に係る次の事項 

  

ヌ(2)(ⅳ)-⑥第一ガスタービン発電機（6 号及び 7 号炉

共用） 

台数 2 

容量 約 4,500kVA/台 

a. 第一ガスタービン発電機（6 号及び 7 号炉共用） 

ガスタービン 

台数 2 

使用燃料 軽油 

出力 約 3,600kW/台数 

発電機 

台数 2 

種類 同期発電機 

容量 約 4,500kVA/台 

力率 0.8 

電圧 6.9kV 

周波数 50Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ヌ(2)(ⅳ)-⑥a 
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設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)-⑥a 及びヌ(2)(ⅳ)-⑥b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-⑥と

同義であり，整合している。 

 

ヌ(2)(ⅳ)-⑥b 
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第一ガスタービン発電機用燃料タンク（6 号及び 7号炉共

用） 

基数 2 

容量 約 50kL/基 

b. 第一ガスタービン発電機用燃料タンク（6号及び 7 号

炉共用） 

基数 2 

容量 約 50kL/基 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45



 

                                                                    ヌ-34 
 

K
7
 
①

 Ⅴ
-
1-
1
-
1-
1
 
R0
 

設置変更許可申請書（本文（五号）） 設置変更許可申請書（添付書類八） 該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（6 号及び 7 号

炉共用） 

台数 2 

容量 約 3m3/h/台 

c. 第一ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ（6号及び

7 号炉共用） 

台数 2 

容量 約 3m3/h/台 
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 (3) 号炉間電力融通電気設備 【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.3 号炉間電力融通系統 

＜中略＞ 

  

号炉間電力融通ケーブル（常設）（6号及び 7号炉共用） 

 

個数 ヌ(2)(ⅳ)-⑦1 

a. 号炉間電力融通ケーブル（常設）（6号及び 7号炉共

用） 

個数 1 

号炉間電力融通電気設備は，号炉間電力融通ケーブル

（常設）（「6,7 号機共用」，「6,7 号機共用，6 号機に設

置」（以下同じ。））（6900V，258.3A のものをヌ(2)(ⅳ)-

⑦3 本），号炉間電力融通ケーブル（可搬型）（「6,7 号機

共用，7 号機に保管」（以下同じ。））（6900V，258.3A の

ものを 3 本），計測制御装置で構成し，号炉間電力融通

ケーブル（常設）をあらかじめ敷設し，6号機及び 7号

機の緊急用電源切替箱断路器に手動で接続することで，

6 号機の電源設備からメタルクラッド開閉装置 7C 及び

メタルクラッド開閉装置 7D に電力を融通できる設計と

する。また，号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用で

きない場合に，予備ケーブルとして号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）を 6号機及び 7号機の緊急用電源切替箱

断路器に手動で接続することで，6号機の電源設備から

メタルクラッド開閉装置 7C 及びメタルクラッド開閉装

置 7Dに電力を融通できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(2) 

(ⅳ)-⑦は，設置変更許可申請

書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑦を詳細設計した結果であ

り，整合している。 
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 (4) 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備 【非常用電源設備】 

（要目表） 

3 その他の電源装置に係る次の事項 

  

ヌ(2)(ⅳ)-⑧a 直流 125V 蓄電池 A 及び直流 125V 蓄電池

A-2 

（ヌ(2)(ⅳ)-⑨ヌ,(2),(ⅲ),a.と兼用） 

 

組数 ヌ(2)(ⅳ)-⑩1 

 

容量 約 10,000Ah 

（ヌ(2)(ⅳ)-⑧b 直流 125V 蓄電池 A ：約 6,000Ah 

ヌ(2)(ⅳ)-⑧c 直流 125V 蓄電池 A-2：約 4,000Ah） 

 

a. 直流 125V 蓄電池 A及び直流 125V 蓄電池 A-2 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

組数 1 

電圧 125V 

容量 約 10,000Ah 

（直流 125V 蓄電池 A ：約 6,000Ah 

 直流 125V 蓄電池 A-2：約 4,000Ah） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整合性 
・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-⑧a～ヌ(2)(ⅳ)-⑧c は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑧a～ヌ(2)(ⅳ)-⑧c と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画の「直流 125V 蓄電池」は，設置許可変更申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-⑨を「そ

の他発電用原子炉施設」のうち「非常用電源設備」に整理しており，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-⑩は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-⑩を含んでお

り，整合している。 

ヌ(2)(ⅳ)-⑩ 

ヌ(2)(ⅳ)-⑧c 

ヌ(2)(ⅳ)-⑧a 

ヌ(2)(ⅳ)-⑧b 
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AM 用直流 125V 蓄電池 

組数 1 

 

容量 約 3,000Ah 

b. AM 用直流 125V 蓄電池 

組数 1 

電圧 125V 

容量 約 3,000Ah 
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 (6) 代替所内電気設備 【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.2 所内電気系統 

＜中略＞ 

  

AM 用動力変圧器 

個数 1 

a. AM 用動力変圧器 

個数 1 

容量 6 号炉 約 750kVA 

7 号炉 約 800kVA 

電圧 6.9kV/480V 

代替所内電気設備は，緊急用断路器（「6,7 号機共用」

（以下同じ。））（6900V,600A のものを 2 個），緊急用電

源切替箱断路器（6900V,600A のものを 1個），緊急用電

源切替箱接続装置（6900V，1200A のものを 2個），AM 用

動力変圧器（800kVA，6900/480V のものを 1 個），AM 用

MCC（480V,400A 及び 480V,800A のものを 4個），AM用切

替盤（480V,50A のものを 2個），AM用操作盤，メタルク

ラッド開閉装置 7C及びメタルクラッド開閉装置 7D，電

路，計測制御装置で構成し，常設代替交流電源設備，可

搬型代替交流電源設備又は可搬型直流電源設備の電路

として使用し電力を供給できる設計とする。 

＜中略＞ 
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 (1) 常設代替交流電源設備 【非常用電源設備】 

（要目表） 

2 非常用発電装置に係る次の事項 

2.2 代替交流電源設備 

  

軽油タンクヌ(2)(ⅳ)-⑪（6 号及び 7 号炉共用） 

ヌ(2)(ⅳ)-⑫（ヌ,(2),(ⅱ),b.と兼用） 

基数 1（予備 3） 

容量 ヌ(2)(ⅳ)-⑬約 550kL/基 

d. 軽油タンク（6号及び 7 号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基数 1（予備 3） 

容量 約 550kL/基 

 

(2) 可搬型代替交流電源設備 

b. 軽油タンク（6号及び 7 号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基数 1（予備 3） 

容量 約 550kL/基 

 

(5) 可搬型直流電源設備 

c. 軽油タンク（6号及び 7 号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基数 1（予備 3） 

容量 約 550kL/基 

 

(7) 燃料補給設備 

a. 軽油タンク（6号及び 7 号炉共用） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等） 

・非常用電源設備（重大事故等時） 

基数 1（予備 3） 

容量 約 550kL/基 

 

 

 

   

ヌ(2)(ⅳ)-⑫ 

ヌ(2)(ⅳ)-⑪a 
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  2.1 非常用ディーゼル発電設備   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ヌ(2)(ⅳ)-⑬a 

ヌ(2)(ⅳ)-⑪b 
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ヌ(2)(ⅳ)-⑪c 

ヌ(2)(ⅳ)-⑬b 
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整合性 
・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-⑪a～ヌ(2)(ⅳ)-⑪c は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑪と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-⑫は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-⑫と同義であ

り，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-⑬a 及びヌ(2)(ⅳ)-⑬b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)-⑬を詳細に記載しており，整合している。 
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[可搬型重大事故等対処設備] (2) 可搬型代替交流電源設備 【非常用電源設備】 

（要目表） 

2 非常用発電装置に係る次の事項 

  

ヌ(2)(ⅳ)-⑭電源車（6号及び 7 号炉共用） 

 

 

 

 

台数 ヌ(2)(ⅳ)-⑮8（予備 1 台） 

 

容量 約 500kVA/台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 電源車（6号及び 7号炉共用） 

エンジン 

台数 8（予備 1） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台数 8（予備 1） 

種類 同期発電機 

容量 約 500kVA/台 

力率 0.8 

電圧 6.9kV 

周波数 50Hz 

 

(5) 可搬型直流電源設備 

a. 電源車（6号及び 7号炉共用） 

エンジン 

台数 8（予備 1） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台数 8（予備 1） 

種類 同期発電機 

容量 約 500kVA/台 

力率 0.8 

電圧 6.9kV 

周波数 50Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ヌ(2)(ⅳ)-⑭a 

ヌ(2)(ⅳ)-⑮a 

ヌ(2)(ⅳ)-⑮b 
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整合性 
・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-⑭a 及びヌ(2)(ⅳ)-⑭b は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)-⑭と同義であり，整合している。 

・設計及び工事の計画のヌ(2)(ⅳ)-⑮a～ヌ(2)(ⅳ)-⑮c は，設置変更許可申請書（本文（五号））のヌ(2)(ⅳ)-

⑮と同義であり，整合している。 

ヌ(2)(ⅳ)-⑭b 

ヌ(2)(ⅳ)-⑮c 
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 (3) 号炉間電力融通電気設備 【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 非常用電源設備の電源系統 

1.3 号炉間電力融通系統 

＜中略＞ 

  

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）（6号及び 7号炉共用） 

 

個数 ヌ(2)(ⅳ)-⑯1 

 

b. 号炉間電力融通ケーブル（可搬型）（6 号及び 7 号炉

共用） 

個数 1 

 

号炉間電力融通電気設備は，号炉間電力融通ケーブル

（常設）（「6,7 号機共用」，「6,7 号機共用，6 号機に設

置」，（以下同じ。））（6900V，258.3A のものを 3本），号

炉間電力融通ケーブル（可搬型）（「6,7 号機共用，7 号

機に保管」（以下同じ。））（6900V，258.3A のものをヌ

(2)(ⅳ)-⑯3 本），計測制御装置で構成し，号炉間電力

融通ケーブル（常設）をあらかじめ敷設し，6号機及び

7 号機の緊急用電源切替箱断路器に手動で接続するこ

とで，6号機の電源設備からメタルクラッド開閉装置 7C

及びメタルクラッド開閉装置 7D に電力を融通できる設

計とする。また，号炉間電力融通ケーブル（常設）が使

用できない場合に，予備ケーブルとして号炉間電力融通

ケーブル（可搬型）を 6号機及び 7号機の緊急用電源切

替箱断路器に手動で接続することで，6号機の電源設備

からメタルクラッド開閉装置 7C 及びメタルクラッド開

閉装置 7Dに電力を融通できる設計とする。 

＜中略＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画の ヌ

(2)(ⅳ)-⑯は，設置変更許可

申請書（本文（五号））のヌ

(2)(ⅳ)-⑯を詳細設計した結

果であり，整合している。 
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  【非常用電源設備】 

（要目表） 

2 非常用発電装置に係る次の事項 

  

 

タンクローリ（16kL）（6号及び 7 号炉共用） 

台数 1（予備 1） 

容量 約 16kL/台 

(1) 常設代替交流電源設備 

e. タンクローリ（16kL）（6 号及び 7 号炉共用） 

台数 1（予備 1） 

容量 約 16kL/台 
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タンクローリ（4kL）(6 号及び 7 号炉共用) 

台数 3（予備 1） 

容量 約 4kL/台 

 

(2) 可搬型代替交流電源設備 

c. タンクローリ（4kL）（6 号及び 7 号炉共用） 

台数 3（予備 1） 

容量 約 4kL/台 

 

(5) 可搬型直流電源設備 

d. タンクローリ（4kL）（6 号及び 7 号炉共用） 

台数 3（予備 1） 

容量 約 4kL/台 

 

(7) 燃料補給設備 

b. タンクローリ（4kL）（6 号及び 7 号炉共用） 

台数 3（予備 1） 

容量 約 4kL/台 
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(ⅳ) 補機駆動用燃料設備 10.7 補機駆動用燃料設備（非常用発電設備及び補助ボ

イラに係るものを除く。） 

10.7.1 概要  

【補機駆動用燃料設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

1. 補機駆動用燃料設備 

＜中略＞ 

  

ヌ(3)(ⅳ)-①重大事故等に対処するために使用する可

搬型又は常設設備の動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補

給する燃料設備として軽油タンク及びタンクローリ

（4kL）を設ける。 

重大事故等に対処するために使用する可搬型又は常設

設備の動作に必要な駆動燃料を貯蔵及び補給する燃料設

備として軽油タンク及びタンクローリ（4kL）を設ける。 

 可搬型代替注水ポンプ（A-1 級）（「6,7 号機共用」（以

下同じ。）），可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）（「6,7 号機

共用」（以下同じ。）），大容量送水車（熱交換器ユニット

用）（「6,7 号機共用」（以下同じ。）），大容量送水車（原

子炉建屋放水設備用）（「6,7 号機共用」（以下同じ。））又

は大容量送水車（海水取水用）（「6,7 号機共用」（以下同

じ。））のポンプ駆動用燃料は，可搬型代替注水ポンプ（A-

1 級）燃料タンク（6,7 号機共用），可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）燃料タンク（6,7 号機共用），大容量送水車

（熱交換器ユニット用）燃料タンク（6,7 号機共用），大

容量送水車（原子炉建屋放水設備用）燃料タンク（6,7

号機共用）又は大容量送水車（海水取水用）燃料タンク

（6,7 号機共用）に貯蔵する。 

軽油タンク（「重大事故等時のみ 6,7 号機共用」，「6号

機設備，重大事故等時のみ 6,7 号機共用」（以下同じ。））

ヌ(3)(ⅳ)-①a は，可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級），大容量送水車（熱交換器

ユニット用），大容量送水車（原子炉建屋放水設備用）

及び大容量送水車（海水取水用）の燃料を貯蔵できる設

計とする。 

可搬型代替注水ポンプ（A-1 級），可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級），大容量送水車（熱交換器ユニット用），大

容量送水車（原子炉建屋放水設備用）及び大容量送水車

（海水取水用）は，軽油タンクからタンクローリ（4kL）

（6,7 号機共用）及びホースを用いて燃料を補給できる

設計とする。 

 

 

 

 

 

設計及び工事の計画のヌ(3) 

(ⅳ)-①a 及びヌ(3)(ⅳ)-①b

は，設置変更許可申請書（本

文（五号））のヌ(3)(ⅳ)-①

を具体的に記載しており，整

合している。 
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  【非常用電源設備】 

（基本設計方針） 

第 2章 個別項目 

4. 燃料設備 

4.3 その他発電装置の燃料補給設備 

  

  ヌ(3)(ⅳ)-①b 重大事故等時に非常用電源設備の燃

料を貯蔵及び補給する設備として，軽油タンク，タンク

ローリ（4kL）及びホースを使用できる設計とする。 

電源車，モニタリングポスト用発電機及び 5号機原子

炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備は，軽油タンク

からタンクローリ（4kL）を用いて燃料を補給できる設

計とする。 

軽油タンクからタンクローリ（4kL）への軽油の補給

は，ホースを用いる設計とする。 

＜中略＞ 

  

軽油タンク及びタンクローリ（4kL）は，ヌ,(2),(ⅳ)代

替電源設備に記載する。 

軽油タンク及びタンクローリ（4kL）は，「10.2 代替電

源設備」に記載する。 

 設置変更許可申請書（本文（五

号））「ヌ,(2),(ⅳ)代替電源設

備」に示す。 
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